




（２） がんの予防・がんの早期発見 

○ がんと生活習慣との関係や危険因子等の解明が進んだことにより、がんは生活習慣病の一

つとされ、その予防も可能になりつつあります。また、新たながん検診の手法や治療法の

進歩により、現在では早期に発見すれば治る疾患になりつつあります。 

○ がんを誘発する要因には、喫煙および食生活等の生活習慣や肝炎ウイルス等の感染症等さ

まざまなものがあります。がん発症のリスクを低減させ、がんを予防するには、禁煙やバ

ランスのとれた食事、適度な運動等の生活習慣の改善やウイルス感染予防等が重要となり

ます。 

○ がんであっても根治的治療を受け、社会で活躍している人も多いことから、がん検診やイ

ンターフェロン*療法の公費負担制度などを積極的に活用し、がんの予防対策を推進するこ

とが重要です。 

○ 本県の喫煙率は、男性は 32.9％と全国平均並みであり、女性は 9.1％と全国平均より 1.3

ポイント低い水準です3。 

○ 各保健医療圏とも禁煙外来を行っている診療所数は、人口 10 万人あたりで全国平均を上

回っており、特に南勢志摩保健医療圏は高い値になっています。一方、禁煙外来を行って

いる病院数は、各保健医療圏とも全国平均を下回っています。 

 

図表 ５-１-5 禁煙外来を行っている医療機関数 

（単位：か所） 

保健医療圏 
病院 診療所 

人口10万人あたり 医療機関数 人口 10 万人あたり 医療機関数 

全 国 1.3 6.7 

三重県 0.8 15 8.0 148

北勢保健医療圏 0.9 7 6.7 55

中勢伊賀保健医療圏 0.9 4 8.2 38

南勢志摩保健医療圏 0.8 4 9.7 47

東紀州保健医療圏 0 0 9.4 8

出典：厚生労働省「平成 20 年 医療施設調査（個票解析）」 

 

○ 敷地内を禁煙にしている病院は 30 施設（29.4％）、診療所は 331 施設（22.0％）であり、

全国平均（病院 40.2％、診療所 25.8％）を下回っています4。 

○ がん検診は肺や胃のⅩ線検査のほか、肺がん用の喀痰検査、大腸がん用の便潜血検査、子

宮頸がん用の細胞診等の部位別検査が行われます。がんの可能性が疑われる場合は、さら

に内視鏡検査やＣＴ（コンピューター断層法）、ＭＲＩ（核磁気共鳴画像法）検査等の精

密検査が実施されています。 

○ 本県のがん検診受診率は、胃がん検診 7.2％、肺がん検診 19.9％、大腸がん検診 23.4％、

子宮頸がん検診 28.3％、乳がん検診 19.8％となっています。５年相対生存率からも早期

発見・治療できれば生存率も高く、予後も比較的よいことを考えると、さらなる受診率の

向上が必要です5。 

○ 早期発見するためにも検診の精度が管理されていることが必要であり、本県では「三重県

                            
3
 出典：厚生労働省「平成 22 年 国民生活基礎調査」 

4
 出典：厚生労働省「平成 23 年 医療施設調査」 

5
 出典：厚生労働省「平成 23 年 地域保健・健康増進事業報告」 
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図表 ５-１-9 放射線治療機器、外来化学療法室等を所有している医療機関数 

（単位：か所） 

 
三重県 

北勢 

保健医療圏

中勢伊賀

保健医療圏

南勢志摩 

保健医療圏 

東紀州 

保健医療圏

放射線治療（体外照射） 13 5 2 5 1

放射線治療（腔内・組織内照射） 2 0 2 0 0

放射線治療室 1 0 1 0 0

ＩＭＲＴ* 3 1 0 2 0

外来化学療法室（病院） 28 11 8 7 2

外来化学療法実施（診療所） 18 9 5 3 1

出典：厚生労働省「平成 23 年 医療施設調査」 

 

図表 ５-１-10 放射線治療の体外照射の実施件数 

（単位：件／月） 

 
全国 三重県 

北勢 

保健医療圏

中勢伊賀

保健医療圏

南勢志摩 

保健医療圏 

東紀州 

保健医療圏

人口 10 万人あたり

の体外照射件数 
188.7 89.3 51.2 220.0 44.0 7.4

体外照射件数 239,489 1,647 424 1,007 210 6

出典：厚生労働省「平成 23 年 医療施設調査」 

 

図表 ５-１-11 外来化学療法実施件数（病院） 

（単位：件／月） 

 
全国 三重県 

北勢 

保健医療圏

中勢伊賀

保健医療圏

南勢志摩 

保健医療圏 

東紀州 

保健医療圏

人口 10 万人あたりの

外来化学療法件数 
155.9 166.6 110.7 274.5 169.0 106.9

外来化学療法件数 197,815 3,093 910 1,271 821 91

出典：厚生労働省「平成 23 年 医療施設調査」 

 

③ 緩和ケア* 

○ がん患者は、痛み、全身倦怠感、呼吸困難等の身体的苦痛や、不安、苛立ち、絶望感等の

精神的苦痛、家計に与える影響の心配、社会的地位の喪失等の社会的苦痛、なぜ私ががん

になったのか、何のためなのか等のスピリチュアル*な苦痛等に直面します。また、家族等

も大きな痛みと負担を感じます。これらの全人的な痛みは、がんと診断された時から向き

合うことになるため、緩和ケアにより必要に応じて痛みなどの症状等を緩和するとともに、

がん患者およびその家族等の心理面や社会面までを含めた支援を行い、ＱＯＬ（生活の質）

を高める必要があります。 

○ がんの痛みを緩和する疼痛管理に使用するモルヒネ等の医療用麻薬について、人口千人あ

たりの県内消費量は 29.1ｇと、全国平均 41.7ｇより少なく、また、医療用麻薬の処方を

行う医療機関の割合や、麻薬取扱小売業免許取得薬局の割合も全国平均よりやや低い状況

にあります。 
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④ リハビリテ ション、在宅療養 

○ がんの療養においては、治療の影響や病状の進行等により、嚥下（食事を飲み込むこと）

や呼吸運動等の日常生活動作に支障を来すことがあります。これらの障害を軽減するため

にリハビリテーションを行っています。 

○ がんの再発を早期発見するために定期的な検診等のフォローアップ*が行われています。 

○ 在宅療養を希望する患者には、患者およびその家族の要望に沿って緩和ケアや介護サービ

スを含む適切な支援が終末期まで継続的に提供されています。 

○ 本県のがん患者リハビリテーション料*届出機関は、北勢保健医療圏５施設、南勢志摩保健

医療圏２施設の計７施設ありますが、厚生労働省の National Data Base9（以下「ＮＤＢ」

という。）によると、がん患者に対するリハビリテーションが実施されているのは、南勢

志摩保健医療圏のみでした。 

○ 末期がん患者の在宅療養に対応できる医療機関は、114 施設あります。 

 

図表 ５-１-15 がんリハビリテーションを実施する医療機関数・がんリハビリテーションの実施件数 

（単位：か所、件） 

 
三重県 

北勢 

保健医療圏

中勢伊賀

保健医療圏

南勢志摩 

保健医療圏 

東紀州 

保健医療圏

がんリハビリテーションを実施

している医療機関数１ 
7 5 0 2 0

がんリハビリテーションを実施

した件数２ 
199 0 0 199 0

末期がん患者に対して在宅医療

を提供する医療機関数１ 
114 51 32 24 7

１出典：厚生労働省「診療報酬施設基準の届出状況に関する集計結果」（平成 24 年１月現在） 
２出典：厚生労働省「ＮＤＢ」(平成 22 年 10 月～平成 23 年３月) 

 

○ がん患者に対してカウンセリングを実施している医療機関は、北勢保健医療圏７施設、中

勢保健医療圏５施設、南勢志摩保健医療圏４施設となっています。 

 

図表 ５-１-16 がん患者に対してカウンセリングを実施している医療機関数 

（単位：か所） 

 
三重県 

北勢 

保健医療圏

中勢伊賀

保健医療圏

南勢志摩 

保健医療圏 

東紀州 

保健医療圏

がん患者に対してカウンセリン

グを実施している医療機関数 
16 7 5 4 0

出典：厚生労働省「診療報酬施設基準の届出状況に関する集計結果」（平成 24 年１月現在） 

 

⑤ 地域的な取組 

○ 各がん診療連携拠点病院およびがん診療連携推進病院において、がんに関する相談窓口と

して「相談支援センター」が設置されています。 

○ また、がん患者およびその家族等に対して第三者的な立場での相談支援を受ける窓口とし

て、平成 20（2008）年１月に、「三重県がん相談支援センター」を設置し、相談支援活動

を行っています。 

                            
9
 National Data Base（ＮＤＢ）とは、厚生労働省が全県医療機関の診療録等をデータベース化したもので、今回の

集計期間は平成 22 年 10 月から 23 年３月までの６か月間となっています。なお、集計結果が「レセプト数で 10 件未

満」あるいは「医療施設数３か所未満」の場合は秘匿化されるため、合計が合わない場合があります。 
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連携拠点病院、がん診療連携推進病院を中心とした医療提供体制の整備を進めるとともに、

がん医療に関する基礎知識や技能を有する医療従事者の養成に努める必要があります。 

○ 放射線療法、化学療法、手術療法を組み合わせた集学的治療を行うための連携体制や、チ

ーム医療の構築が必要であることから、オンコロジスト*（腫瘍学専門医）をはじめ、放射

線治療を行う放射線治療専門医、化学療法を行うがん薬物療法医等の各種専門医の養成が

必要です。 

○ また、がん専門看護師や各種認定看護師、放射線治療に係る放射線治療品質管理士や放射

線技師、化学療法に係るがん専門薬剤師や各種認定薬剤師等の充実とスキルアップが必要

です。 

○ 仕事を続けながら治療が受けられる、外来化学療法体制の整備が必要です。 

○ 東紀州保健医療圏ではがん治療患者の流出率が高いことから、がん診療連携病院の整備

（指定）が必要です。 

○ 放射線治療においては、各保健医療圏の患者の流出率が高くなっており、その実施体制を

充実する必要があります。特に、東紀州保健医療圏では、南勢志摩保健医療圏のがん診療

連携病院等との連携が重要です。 

 

③ 緩和ケア 

○ 東紀州保健医療圏における緩和ケア実施医療機関の整備と緩和ケアチームの発足が必要

です。 

○ 北勢保健医療圏、中勢伊賀保健医療圏における緩和ケア病棟の充実が必要です。 

○ 医師をはじめとする医療従事者に対する緩和ケアに関する研修体制の充実が必要です。 

○ 治療の初期段階から緩和ケアを実施することがＱＯＬ（生活の質）を維持・向上する上で

効果的であり、がん患者およびその家族等の緩和ケアに対する理解を求める取組を進める

ことが必要です。 

 

④ リハビリテ ション、在宅医療 

○ 在宅でのがん治療を進めるために、身近な場所でのリハビリテーションや、緩和ケア等が

行える医療提供体制の整備が必要です。 

○ 末期がん患者が住み慣れた地域や自宅で過ごすことができるよう在宅医療・介護サービス

等を充実させる必要があります。 

○ がん診療機能や在宅療養支援機能を有する医療機関が相互に連携をすることで、容態の急

変時等にも対応できる切れ目のない医療を提供するとともに、がん患者およびその家族等

のＱＯＬ（生活の質）の向上をめざすための取組が必要です。 

 

⑤ 地域的な取組 

○ がん患者自身が治療を受けるにあたりさまざまな不安や悩みに対し、適切な相談が受けら

れるよう、がん診療連携病院における相談支援センターの充実を図る必要があります。ま

た相談支援センターと三重県がん相談支援センターの活用促進とともに、一層の普及啓発

が必要です。 

○ 三重県がん相談支援センターやがん診療連携病院、がん治療を行う病院等との連携を進め
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（２） 取組方向 

取組方向１：がんにかからないための健康な生活習慣づくりとがん予防の普及啓発 

取組方向２：がんの早期発見の推進 

取組方向３：患者の立場に立った質の高いがん医療が受けられる体制づくり 

取組方向４：がんと共に生きるための社会づくりの推進 

 

（３） 取組内容 

取組方向１：がんにかからないための健康な生活習慣づくりとがん予防の普及啓発 

○ 喫煙率は、ほぼ国と同じ値を示しているものの、ＳＭＲ（標準化死亡比）では肺がんによ

る死亡率が高いことから、禁煙対策に引き続き取り組むとともに、未成年者の喫煙率０％

をめざします。（県民、保険者、がん診療連携病院、医療機関、市町、県、関係機関） 

○ 県民一人ひとりの禁煙・分煙意識は高まり、公共の場や医療機関、職場における分煙も進

んできました。引き続き「たばこの煙のないお店」促進事業などの受動喫煙防止対策や環

境たばこ煙*への対策を進めます。（事業者、保険者、がん診療連携病院、医療機関、検診

機関、市町、県、関係機関） 

○ 県民一人ひとりが生活習慣を見直し、積極的に日常の予防活動に努めるために、食生活と

がん予防に関する知識や、ウォーキング等の運動習慣の普及等を進めます。（事業者、保

険者、市町、県、関係機関） 

○ 医師会、看護協会等の医療関係団体は、その専門性を生かし、がん予防の啓発を進めます。

（医療関係団体、関係機関） 

 

取組方向２：がんの早期発見の推進 

○ 質の高いがん検診を提供できるよう、検診従事者研修への参加や、精度管理および精度の

維持向上に向けた取組を行うとともに、三重県がん検診精度管理委員会において、がん検

診の精度管理についての検討を進めます。（がん診療連携病院、医療機関、検診機関、市

町、県） 

○ がんの早期発見、早期治療につながるよう、がん検診の重要性に関する普及啓発を進め、

がん検診の受診率向上を図ります。また、受診者に対する受診勧奨や、他の検診との同日

実施、検診の休日実施や未受診者への再度の受診勧奨を行うとともに、要精密検査者の受

診状況の把握に努めます。（県民、保険者、がん診療連携病院、医療機関、検診機関、医

療関係団体、市町、県） 

 

取組方向３：患者の立場に立った質の高いがん医療が受けられる体制づくり 

○ さまざまな病態に応じた専門的な治療を行うために、それぞれの専門性を生かしながら連

携して集学的治療が行えるよう、オンコロジストを含む専門医や、がん医療を担う人材の

育成に努めます。（がん診療連携病院、医療機関、医療関係団体、県） 

○ がん患者それぞれの病期や病態に応じた治療法が選択または組み合わせできるよう、がん

診療連携病院を地域の中核とし、地域の医療機関等と連携を取りながら、切れ目のないが
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ん診療が提供できるよう取り組みます。（がん診療連携病院、医療機関、医療関係団体、

県） 

○ 県がん診療連携拠点病院である三重大学医学部附属病院が、その役割を十分に担うことが

できるよう、がん治療のための高度専門的な医療機器等の整備を進めます。（三重大学、県） 

○ 高度で質の高いがん治療を県民に提供できるよう、がん診療連携拠点病院等の整備（指定）

を進めます。（がん診療連携病院、県） 

○ 緩和ケア病棟の設置を検討している医療機関からの相談に応じ協議を進めます。（医療機

関、県、関係機関） 

○ がんと診断された患者の不安が少しでも和らぐよう、診断時から緩和ケアを開始する体制

を強化します。（がん診療連携病院、医療機関、医療関係団体、県） 

○ がん患者が住み慣れた家庭や地域での療養を選択できるよう、がん診療が可能な診療所や

訪問看護ステーション等の充実、多職種との連携を強化し、在宅医療体制の整備を図りま

す。（がん診療連携病院、医療機関、三重県がん相談支援センター、介護施設、医療関係

団体、県） 

○ 各種がん治療の副作用・合併症の予防や軽減等、がん患者のさらなるＱＯＬ（生活の質）

の向上をめざし、医科歯科連携による口腔ケアの促進をはじめ、食事療法等による栄養管

理やリハビリテーションの促進等、職種間連携を推進します。（がん診療連携病院、医療

機関、医療関係団体、県） 

○ がん対策の科学的知見に基づく取組が推進できるよう、地域がん登録、院内がん登録等、

がんの罹患やその他の状況を把握・分析する仕組みを充実します。（がん診療連携病院、

医療機関、県） 

 

取組方向４：がんと共に生きるための社会づくりの推進 

○ 利用しやすい外来化学療法体制の構築等、仕事を続けながら治療が受けられるような環境

整備を進めます。（医療機関） 

○ がん患者が病院以外においても、自身にあった情報の入手や意見を交換でき、相談し合え

る場づくりを促進します。（患者会、がん診療連携病院、医療機関、三重県がん相談支援

センター、市町、県） 

○ 小児がん患者およびその家族に対する長期的なフォローアップ体制について検討します。

（医療機関、福祉施設、市町、県、関係機関） 

○ 国の「がん対策推進基本計画」で示されたがん教育のあり方について、今後も国において

検討が進められることから、その結果をふまえ、健康教育活動の中でのがん教育の進め方

について検討します。また、がん治療と就業生活の両立についても、同様に検討されるこ

とから、その結果をふまえ、両立支援の仕組みづくりに反映していきます。（教育機関、

労働局、医療関係団体、市町、県） 
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④ 急性期の治療 

○ 脳梗塞では血栓を溶かす薬物療法であるｔ ＰＡ*（超急性期血栓溶解療法）が行われる場

合があります。この治療は、治療開始までの時間が短いほどその有効性が高く、合併症の

発生を考慮すると発症後 4.5時間以内に治療を開始することが重要であり、できるだけ速

やかに専門的な診療が可能な医療機関に搬送されるよう、二次、三次救急医療体制を充実

していく必要があります。 

○ 脳梗塞では患者の状況に応じて、血管内治療による血栓除去術や抗凝固療法（血栓を作ら

ないよう、血液が固まる働きを薬剤により抑える治療法）や抗血小板療法（血栓を作らな

いよう、血小板の凝集能力を薬剤により低下させる治療法）、脳保護療法（脳梗塞になっ

た際に発生する活性酸素による脳の障害を防ぐため、活性酸素を薬剤により除去する治療

法）等の対応が取られます。 

○ 脳出血の治療は、血圧や脳浮腫の管理、凝固能異常時の是正が主体であり、出血部位によ

っては手術が行われることもあります。 

○ くも膜下出血の治療は、動脈瘤の再破裂の予防が重要であり、再破裂の防止を目的に開頭

手術あるいは開頭を要しない血管内手術を行います。 

○ 厚生労働省診療報酬施設基準の届出状況に関する集計結果（平成 24 年１月現在）による

と、ｔ ＰＡによる脳血栓溶解療法の実施可能な病院は県内に 10施設で、人口 10 万人あ

たり 0.54 と全国平均の 0.58 をやや下回っています。なお、平成 24（2012）年７月の三

重県調査によると、県内の実施可能病院は 13施設に増加しています。 

○ ＮＤＢによると、平成 22（2010）年 10 月～平成 23（2011）年３月の６か月間におけるく

も膜下出血に対する脳動脈瘤クリッピング術（再出血の防止のため、専用のクリップを用

いて脳動脈瘤の根元を挟み、出血を防ぐ方法）の実施件数は県内で 85 件あり、人口 10 万

人あたり 4.6 件と、全国平均 5.0 件をやや下回っています。また、くも膜下出血に対する

脳動脈瘤コイル塞栓術（カテーテル*を脳血管内へ誘導し、脳動脈瘤内にコイルを詰めて

閉塞させる治療方法）の実施件数は県内で 33件あり、人口 10 万人あたり 1.8 件と、全国

平均 1.4 件を上回っています。 

 

図表 ５-２-12 急性期の治療に関する医療の提供状況 

（単位：か所、件／半年） 

保健医療圏 
ｔ ＰＡが実施 

可能な病院数１ 

人口 10万

人あたり

病院数 

くも膜下出血に

対する脳動脈瘤

クリッピング術

実施件数２ 

人口 10万

人あたり

実施件数

くも膜下出血に

対する脳動脈瘤

コイル塞栓術 

実施件数２ 

人口 10万

人あたり

実施件数

全 国 736 0.6 6,361 5.0 1,812 1.4 

三重県 10 0.5 85 4.6 33 1.8 

北勢保健医療圏 5 0.6 36 4.4 20 2.4 

中勢伊賀保健医療圏 2 0.4 18 3.9 12 2.6 

南勢志摩保健医療圏 3 0.6 31 6.4 0 0.0 

東紀州保健医療圏 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

                        １出典：厚生労働省「診療報酬施設基準の届出状況に関する集計結果」 

                    ２出典：厚生労働省「ＮＤＢ」（平成 22 年 10 月～平成 23 年３月） 

 

○ ＮＤＢによると、地域連携クリティカルパスに基づく急性期の診療計画作成等の実施件数

は、北勢保健医療圏と南勢志摩保健医療圏で全国平均より多く、中勢伊賀保健医療圏と東
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（２） 連携体制の現状 

○ 脳卒中医療連携システムの構築に向けて、北勢地域、中南勢地域の脳神経外科医、神経内

科医、リハビリテーション専門医等が参加した地域脳卒中医療連携研究会が設立され、そ

れぞれの地域においての急性期・回復期の脳卒中医療の連携の仕組みが構築されつつあります。 

○ 県全域を対象にした脳卒中医療福祉連携懇話会において、地域連携クリティカルパスの構

築に向けた取組や、先進地の事例を学ぶ研修会が開催されています。 

○ 本県の脳卒中医療連携圏域は、脳卒中に関する治療や医療資源の状況等から、桑名・員弁、

四日市、鈴鹿・亀山、津、伊賀・名張、松阪、伊勢志摩、紀北、紀南の９つを設定するこ

とが適切と考えます。 

 
図表 ５-２-22 脳卒中医療連携圏域ごとの医療資源と連携体制等の現状 

 

圏 域 医療資源と連携体制等の現状 

桑名・員弁地域 

・ ＳＣＵを備えた病院、急性期、回復期、維持期の各期とも受入可能な病院

があり、老人保健施設、訪問看護ステーションも一定程度整備されていま

す。 

四日市地域 

・ 救命救急センターの機能を有する急性期病院、急性期、回復期、維持期の

各期とも受入可能な病院が整備されています。 

・ 在宅医療の連携の仕組みが構築されつつあります。 

鈴鹿・亀山地域 ・ 急性期、回復期、維持期の各期とも受入可能な病院が整備されています。

津地域 

・ 救命救急センターの機能を有する急性期病院、急性期、回復期、維持期の

各期とも受入可能な病院が整備されていますが、二次救急医療体制の充実

が課題となっています。 

・ 神経内科、脳神経外科の医師が比較的多く確保されています。 

・ 脳卒中に関する在宅医療に向けた機能連携検討会が開催され、地域におけ

る回復期の在宅医療等の連携の仕組みが構築されつつあります。 

伊賀・名張地域 

・ 地域での二次救急医療体制が構築されていますが、神経内科、脳神経外科

医師の確保が必要です。 

・ 地域連携クリティカルパスの導入に向けた取組が必要です。 

・ 津地域や鈴鹿・亀山地域の急性期病院と連携した急性期対応も必要です。

松阪地域 

・ ＳＣＵを備えた病院、急性期、回復期、維持期の各期とも受入可能な病院

があり、回復期リハビリテーション病床を有する病院も一定程度整備され

ています。 

伊勢志摩地域 
・ 救命救急センターの機能を有する急性期病院、急性期、回復期、維持期の

各期とも受入可能な病院が整備されています。 

紀北地域 

・ 地域の急性期医療を担う病院において脳神経外科、神経内科医師の確保が

課題となっています。 

・ 地域連携クリティカルパスの導入に向けた取組が必要です。 

・ 松阪地域等の急性期病院との連携を図る必要があります。 

紀南地域 

・ 地域の急性期医療を担う病院に脳神経外科、神経内科医師の確保が課題と

なっています。 

・ 地域連携クリティカルパスの導入に向けた取組が必要です。 

・ 脳卒中が疑われた急患患者についてＣＴ等により撮影した画像を、医療情

報ネットワークにより、和歌山県新宮市の二次救急病院へ送信し、診断お

よび治療は新宮市内の病院で、回復期・維持期の治療は東紀州の二次救急

病院で実施するといった、隣県との脳卒中医療体制が構築されつつありま

す。 

・ 東紀州地域の回復期リハビリテーションを有する病床がないことから、そ

の整備を進めています。 
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慣病の予防に取り組みます。（県民、事業者、保険者、市町、県、関係機関） 

○ 脳卒中の発症につながる高血圧のコントロールと内臓脂肪症候群（メタボリックシンドロ

ーム*）の予防に向け、健康診断等の受診率の向上を図るとともに、県民への保健指導を

充実します。（県民、事業者、保険者、医療機関、医療関係団体、市町、県） 

○ 脳卒中発症の危険因子である高血圧、糖尿病、脂質異常症、不整脈等の管理を進めるため、

かかりつけ医の定着を促進します。（医療機関、医師会、市町、県） 

○ かかりつけ医の役割の重要性について啓発するとともに、かかりつけ医と地域の基幹病院

の病診連携を強化します。（医療機関、医師会、市町、県） 

 

取組方向２：迅速な対応が可能な急性期の医療体制の構築 

○  医療機関の協力を得て、本人、家族等への脳卒中の初期症状や救急時の対応に関する正

しい知識、家族等発見者による速やかな救急搬送要請についての必要性の周知に努めます。

（県民、医療機関、医師会、消防機関、市町、県） 

○ 脳梗塞発症後、速やかにｔ ＰＡ投与が常時可能な医療機関への搬送が行われるよう、脳

卒中医療提供体制についての消防機関と医療機関における情報共有・連携強化に努めます。

（医療機関、消防機関、市町、県） 

○ 地域メディカルコントロール協議会の定めた手順等に従って、脳卒中による救急搬送事例

の事後検証を行います。（医療機関、消防機関、市町、県） 

 

取組方向３：地域における脳卒中医療の急性期、回復期、維持期および在宅での地域ケア体制の整備 

○ 東紀州保健医療圏で不足している回復期リハビリテーションの整備を進めていきます。

（医療機関、市町、県） 

○ 東紀州保健医療圏については、神経内科医、リハビリテーション専門医が不足しているこ

とから、圏域内の中核病院の診療体制の充実を図るとともに、ドクターヘリの活用や、隣

県の医療機関とも連携した脳卒中医療連携体制の充実に努めます。（医療機関、市町、県、

関係機関） 

 

○ 在宅療養患者に対する支援を進めるため、入院医療機関と在宅医療に係る機関の情報共有

や連携を図り、切れ目のない継続的な医療提供体制を確保するとともに、患者からの連絡

を 24時間体制で受け、往診*や訪問看護等を行う在宅療養支援診療所等の設置を促進しま

す。（医療機関、市町、県） 

○ 急性期病院において、退院支援に関わる医療従事者およびケアマネジャーなどに対して、

在宅医療についての研修を行います。（医療機関、医療関係団体、市町、県、関係機関） 

○ 回復期・維持期における摂食・嚥下等の口腔機能の回復、誤嚥性肺炎等の予防のための口

腔ケアの推進に取り組みます。（医療機関、歯科医師会、県） 

 

取組方向４：地域ケア体制を推進する連携システムの充実 

○ 各脳卒中医療連携圏域で、急性期・回復期・維持期の各期に対応したリハビリテーション

機能をコーディネートする体制の構築に努めます。（医療機関、地域包括支援センター、

介護施設、市町、県） 
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○ 脳卒中患者が回復期病棟を退院後、安定した地域生活が送れるよう、かかりつけ医や介護

保険サービス事業者（ケアマネジャー、訪問看護・訪問介護事業者、リハビリテーション

事業者等）との情報交換を促進します。（医療機関、介護施設、市町、県） 

○ 各脳卒中医療連携圏域で脳卒中地域連携クリティカルパスが構築されるよう、情報通信技

術（ＩＣＴ）の活用も含め、関係機関が連携して取り組みます。（医療機関、介護施設、

医師会、市町、県、関係機関） 

○ 三重県脳卒中医療福祉連携懇話会において、地域における脳卒中医療福祉連携のシステム

づくりのための情報交換、人材育成、研究等を行います。（医療機関、介護施設、医療関

係団体、県、関係機関） 
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○ 急性心筋梗塞等の重篤な患者を集中治療する冠状動脈疾患集中治療室（Coronary Care 

Unit。以下「ＣＣＵ*」という。）を設置する病院は県内に 14 施設あり、人口 10 万人あたり

の施設設置数は各保健医療圏ともに全国を上回っています。 

○ ＣＣＵ設置病院における専用病床は 50 床あり、人口 10 万人あたりの病床数も各保健医療

圏ともに全国を大きく上回っています。 

 

図表 ５-３-11  CCU を有する病院数と病床数 

（単位：か所、床） 

保健医療圏 施設数 
人口 10 万人 

あたり施設数
病床数 

人口 10 万人 

あたり病床数

全 国 350 0.3 1,772 1.4 

三重県 14 0.8 50 2.7 

北勢保健医療圏 4 0.5 20 2.4 

中勢伊賀保健医療圏 3 0.7 8 1.7 

南勢志摩保健医療圏 6 1.3 19 4.0 

東紀州保健医療圏 1 1.2 3 3.7 

出典：厚生労働省「平成 23 年 医療施設調査」 

 

③ 発症後の救護・搬送等 

○ 前胸骨部から左前胸部にかけて激しい胸痛を生じる等の急性心筋梗塞を疑うような症状

が出現した場合、本人や家族等周囲にいる者は速やかに救急要請を行います。 

○ また、急性心筋梗塞発症直後に病院外で心肺停止状態となった場合、周囲にいる者や救急

救命士等による心肺蘇生の実施やＡＥＤ*（自動体外式除細動器）等による電気的除細動の

実施、その後の医療機関での救命処置が迅速に連携して実施されることが重要です。 

○ ＡＥＤは、全国に約 33 万台普及しており、住民による心肺機能停止傷病者への応急手当

実施率は約 43％となっています。 

○ 県内のＡＥＤの公共施設における設置台数は 1,413台5で、県民により除細動が実施された

件数は年々増加していましたが、平成 23（2011）年は減少しました6。 

○ 平成 23（2011）年の救急要請（覚知）から医療機関への収容までに要した平均時間は 38.0

分で、全国平均の 38.1 分とほぼ同水準です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
5 出典：三重県調査（平成 21 年度） 
6 出典：消防庁「平成 24 年版 救急・救助の現況」 
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図表 ５-３-14 心疾患の救急搬送件数 

（単位：件、％） 

消防本部 全搬送件数
管外への 
搬送件数 

管外搬送 
割合 

北勢 
保健医療圏 

桑名消防本部 480 73 15
四日市市消防本部 956 64 7
菰野町消防本部 73 43 59
鈴鹿市消防本部 423 47 11
亀山市消防本部 147 77 52

中勢伊賀 
保健医療圏 

津市消防本部 745 17 2
伊賀市消防本部 328 158 48
名張市消防本部 265 114 43

南勢志摩 
保健医療圏 

松阪地区広域消防組合 － － － 
伊勢市消防本部 458 4 1
鳥羽市消防本部 82 81 99
志摩広域消防組合消防本部 204 92 45
紀勢地区広域消防組合消防本部 93 69 74

東紀州 
保健医療圏 

三重紀北消防組合消防本部 157 0 0
熊野市消防本部 142 33 23

※松阪地区広域消防組合については、集計不能のため掲載していません。 

出典：三重県「平成 23 年 救急隊の活動所要時間別出動状況調査」 

 

④ 診断 

○ 問診や身体所見の診察に加えて、心電図検査、血液生化学検査、Ⅹ線検査や心エコー検査

等の画像診断、冠動脈造影検査（心臓カテーテル検査）等を行って診断します。 

 

⑤ 急性期の治療 

〇 急性心筋梗塞の治療においては、発症後速やかに専門的治療が実施できる体制整備が重要

であり、急性心筋梗塞の患者が医療機関到着後 30 分以内に治療が開始できる体制が必要

です。 

○ ＳＴ上昇型心筋梗塞の治療は、血栓溶解療法や冠動脈造影検査およびそれに続く経皮的冠

動脈形成術（Percutaneous Coronary Intervention。以下「ＰＣＩ*」という。）により、

阻害された心筋への血流を再疎通させる療法が主体です。特に発症から血行再建までの時

間が短いほど有効性が高く、発症後１時間以内に治療を開始した場合に最も死亡率が低く

なります。また、合併症等によっては冠動脈バイパス術（Coronary Artery Bypass Graft。

以下「ＣＡＢＧ*」という。）等の外科的治療が第一選択となることもあります。 

非ＳＴ上昇型心筋梗塞の急性期の治療は、薬物治療に加えて、必要に応じて早期に冠動脈

造影検査を行い、結果によりＰＣＩ、ＣＡＢＧを行います。 

○ 急性心筋梗塞等の患者に対してバルーン（風船）のついた大動脈内カテーテルを用いて心

臓の動きを助ける大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ*）が実施可能な病院が県内に

25施設あります。 
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図表 ５-３-15 大動脈バルーンパンピング法が実施可能な病院数 

                            （単位：か所） 

保健医療圏 病院数 
人口 10 万人 

あたり病院数 

全 国 1,641 1.3 

三重県 25 1.4 

北勢保健医療圏 11 1.3 

中勢伊賀保健医療圏 7 1.5 

南勢志摩保健医療圏   6 1.3 

東紀州保健医療圏 1 1.2 

           出典：厚生労働省「診療報酬施設基準の届出状況（平成 24 年１月）」 

 

○ ＮＤＢによると、本県の平成 22（2010）年 10 月～平成 23（2011）年３月の６か月間にお

ける急性心筋梗塞に対するカテーテルを用いた経皮的冠動脈形成手術件数は 525 件、虚血

性心疾患に対する心臓血管外科手術件数は 141 件実施されています。 

○ 急性心筋梗塞に対するＰＣＩは、各保健医療圏で実施されていますが、人口 10 万人あたり

では南勢志摩保健医療圏や中勢伊賀保健医療圏で多く実施されています。虚血性心疾患に

対する人口 10万人あたりの心臓血管外科手術は、南勢志摩保健医療圏で多く実施され、東

紀州保健医療圏では実施されていません。 

 

図表 ５-３-16 手術件数 

（単位：件／半年） 

保健医療圏 

急性心筋梗塞に対する 
経皮的冠動脈形成手術 

虚血性心疾患に対する 
心臓血管外科手術 

件 数 人口 10 万人あたり 件 数 人口 10 万人あたり 

全 国 36,483 28.7 8,098 6.4 

三重県 525 28.4 141 7.6 

北勢保健医療圏 193 23.4 62 7.5 

中勢伊賀保健医療圏 148 32.2 23 5 

南勢志摩保健医療圏  176 36.6 56 11.6 

東紀州保健医療圏   0 0 

※東紀州保健医療圏では、レセプト数が10件未満のため非表示「 」となっています。 

出典：厚生労働省「ＮＤＢ」（平成 22 年 10 月～平成 23 年３月） 

 

 

⑥ 心臓リハビリテ ション 

○ 心臓リハビリテーションは、合併症や再発の予防、早期の在宅復帰および社会復帰を目的

に、発症した日から患者の状態に応じ、運動療法、食事療法等を実施します。 

○ 心筋梗塞等の心疾患患者に対するリハビリテーションを実施する施設は県内に８施設あ

ります。 
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○ かかりつけ医の役割の重要性について啓発するとともに、かかりつけ医と基幹病院の病診

連携を強化します。（医療機関、医師会、市町、県） 

 

取組方向２：迅速な対応が可能な救急医療体制の構築 

○ 急性心筋梗塞を発症したバイスタンダーが迅速な心肺蘇生法の実施やＡＥＤの使用がで

きるよう救急蘇生法講習を積極的に実施するとともに、ＡＥＤの普及啓発を行います。（県

民、消防機関、市町、県） 

○ 救急車の不要不急な利用により、真に救急対応が必要な人への救急医療が支障を来す結果

とならないよう、救急車の適正利用について啓発を行います。（消防機関、医療関係団体、

市町、県） 

○ 発症後の患者に対して、救急搬送中からの処置、適切な専門医療機関の決定、医療機関に

おいて受入準備が整えられ早期治療が可能となるように、患者情報の伝達の仕組みを含め、

二次、三次救急医療体制の充実を図ります。（医療機関、消防機関、市町、県） 

○ 地域メディカルコントロール協議会の定めた手順等に従って、心筋梗塞患者に対する救急

搬送事例の事後検証を行います。（医療機関、消防機関、市町、県） 

 

取組方向３：急性心筋梗塞の地域ケア連携システムの構築 

○ 三重県ＣＣＵネットワーク支援センターや三重県ＣＣＵ連絡協議会と連携を図りながら

急性心筋梗塞の疫学情報や各地域の医療提供体制、治療状況を把握・分析し、各地域の状

況に応じた医療連携が強化できる体制を検討します。（医療機関、三重大学、消防機関、

医師会、県） 

○ 回復期の心臓リハビリテーション実施施設の整備を進めるとともに、救急医療から回復期

心臓リハビリテーション施設への病病連携の強化を図るため、医療連携クリティカルパス

等の作成を進めます。（医療機関、三重大学、医師会、県、関係機関） 

○ 回復期の心臓リハビリテーション病院と地域のかかりつけ医との間で地域連携クリティ

カルパス等の構築を行い、病診連携を強化します。また、術後の口腔ケアについて医科歯

科連携を強化できる体制を検討します。（医療機関、医師会、歯科医師会、関係機関） 

○ 急性心筋梗塞に対する医療や心臓リハビリテーションの質を向上させるため、心臓リハビ

リテーション指導士の養成を含めた、医師、理学療法士、看護師等の研修を推進します。

（医療機関、三重大学、医師会、看護協会、県） 
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○ 小児の肥満については減少傾向ですが、高学年になるほど、肥満の割合が増えており、小

児期においても、生活習慣の改善や、適切な食育が重要です。また、食育は大人の理解、

実践が必要であり、家庭や学校での取組がとても重要となります。 

 

（３） 糖尿病の医療 

① 医療提供体制 

○ 糖尿病の治療は、一般的には内科等を標榜している医療機関で行います。その中で、糖尿

病の治療や血糖コントロールが困難なケースについては、日本糖尿病学会が認定する糖尿

病専門医のいる医療機関で治療を行います。 

○ 日本糖尿病学会が認定する糖尿病専門医の数は、平成 24（2012）年 11月現在で県内に 32

人おり、うち病院に勤務する医師が 16 人、診療所に勤務する医師が 15 人（その他１人は

勤務先不明）であり、糖尿病専門医のいる病院は 12施設、診療所は 14施設あります。ま

た、糖尿病看護認定看護師は８人（平成 25 年１月現在）、糖尿病療養指導士*は 278 人（平

成 24 年６月現在）います。 

 

図表 ５-４-5 糖尿病学会専門医、看護協会糖尿病看護認定看護師の県内配置状況 

（単位：か所、人） 

保健医療圏 
糖尿病専門医の

いる病院数 

糖尿病専門医の

いる診療所数 
糖尿病専門医数 認定看護師 

三重県 12 14 32 8

北勢保健医療圏 4 7 11 3

中勢伊賀保健医療圏 5 5 15 2

南勢志摩保健医療圏 2 2 4 2

東紀州保健医療圏 1 0 1 0

※専門医１人、認定看護師１人は、勤務先不明のため、集計は三重県値と一致しません。 

      出典：日本糖尿病学会ホームページ（平成 24 年 11 月現在）、日本看護協会ホームページより 

 

○ 糖尿病医療・指導に関わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、管理栄養士等が連

携して治療や指導、血糖コントロールを行います。 

 

② 診断 

○ 健康診断等によって、糖尿病あるいはその疑いのある人を見逃すことなく診断し、早期に

治療を開始することが、糖尿病の重症化、合併症の発症を予防する上で重要です。 

○ 二次健康診断において、早朝空腹時血糖値 126mg／dL 以上、75g 経口ブドウ糖負荷試験*

（ＯＧＴＴ）２時間値 200mg／dL 以上、随時血糖値 200mg／dL 以上、ＨｂＡ１ｃ（ＮＧ

ＳＰ値*）6.5 ％以上のいずれかであれば糖尿病型と判定されます。 

○ 糖尿病型の場合は、その後、医療機関などで再検査を行った際、糖尿病と診断が確定しな

い場合でも、生活指導を行いながら経過を観察します。 

○ 境界型（空腹時血糖値 110～125mg／dL またはＯＧＴＴ２時間値 140～199mg／dL）の場合

は糖尿病予備群であり、運動・食生活指導等、定期的な管理が重要です。 
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（３） 取組内容 

取組方向１：健康診断等による早期発見 

○ 「三重の健康づくり基本計画」の普及啓発等により、糖尿病についての県民への正しい知

識の浸透を図るとともに、バランスのとれた食生活や運動習慣の定着、禁煙、定期的な健

康診断の受診等、生活習慣病予防に取り組みます。（県民、事業者、保険者、市町、県、

関係機関） 

○ 糖尿病の予防に向け、特定健康診査等の健康診断の重要性を認識し、受診率の向上に努め

ます。（県民、事業者、保険者、医療機関、医師会、市町、県、関係機関） 

○ さまざまな主体が行う糖尿病の予防活動を支援します。（事業者、保険者、医療機関、医

療関係団体、市町、県、関係機関） 

 

取組方向２：糖尿病予備群の発症予防 

○ 糖尿病の兆候を早期に発見し、受療行動につながるよう適切な保健指導に取り組むととも

に各種保険者とかかりつけ医の連携を進めます。（事業者、保険者、医療機関、医師会、

市町、県、関係機関） 

○ かかりつけ医の役割の重要性について啓発するとともに、かかりつけ医と専門治療を行う

医療機関との連携を図ります。また、かかりつけ医や専門治療を行う医療機関が予防に取

り組んでいる地域の活動状況を把握し、相互に連携して、糖尿病の発症予防に努めます。

（医療機関、保険者、医師会、関係機関） 

 

取組方向３：糖尿病患者の重症化予防と合併症による臓器障害の予防 

○ 糖尿病患者の重症化予防に向けて、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、管理栄養

士等の各職種のための研修や勉強会等を支援します。（医療機関、医師会、歯科医師会、

看護協会、医療関係団体、県） 

○ 血糖コントロール不良者に対応できる、教育入院等の集中的な治療体制を充実します。ま

た、医科歯科連携等により糖尿病患者の口腔ケアの充実に取り組みます。（医療機関、医

師会、歯科医師会、関係機関） 

○ 糖尿病の合併症による臓器障害の防止のため、かかりつけ医と合併症治療が可能な医療機

関との連携を図ります。（医療機関、医師会、県、関係機関） 
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患医療センターとなっています。 

○ 専門病棟として、県立こころの医療センターにアルコール病棟、県立小児心療センターあ

すなろ学園に児童思春期病棟があり、合併症については国立病院機構榊原病院に結核病棟

があります。 

○ 精神科病床を持たない病院の精神科・神経科外来が２か所、精神科・神経科を標榜する診

療所が 15 か所あります。 

○ 南勢志摩保健医療圏との間で 10％から 20％程度の患者の流出・流入状況が見られ、一定

の結びつきがあります11。 

 

③ 南勢志摩保健医療圏 

○ 保健医療圏内の精神科病院３病院のうち救急医療施設は２病院で、いずれも松阪市内にあ

ります。 

○ 松阪厚生病院が精神科救急輪番基幹病院および認知症疾患医療センターとなっています。 

○ 保健医療圏内の精神科病床数は 895床ですが、伊勢志摩地域においては精神科病院が１病

院で精神科病床が 100床のみであり、病院の立地数に差があります。このため松阪地域と

の連携を密にする必要があります。  

○ 精神科病床を持たない病院の精神科・神経科外来が３か所、精神科・神経科を標榜する診

療所が７か所あります。 

○ 中勢伊賀保健医療圏との間で 10％から 20％程度の患者の流出・流入状況が見られ、一定

の結びつきがあります 11。 

 

④ 東紀州保健医療圏 

○ 救急医療施設である精神科病院が１病院で、熊野病院に認知症治療病棟があります。 

○ 精神科病床を持たない病院の精神科・神経科外来が１か所、精神科・神経科を標榜する診

療所が２か所あります。 

○ 南勢志摩保健医療圏への患者の流出は入院患者で 8.0％、外来患者で 10.1％となっていま

す 11。 

○ 他保健医療圏との距離があるため、隣接する南勢志摩保健医療圏の精神科病院等と連携を

図っていく必要があると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
11
 出典：厚生労働省「ＮＤＢ」（平成 22 年 10 月～平成 23 年３月） 
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取れ、身近な人に相談して、相談機関につなげることができるように、正しい知識の普及

や相談支援体制の充実が必要です。 

○ 受診の早期化に向け、精神的な問題の相談を行う市町や保健所、精神保健福祉センター等

の相談窓口機関と精神科医療機関、一般医療機関、学校、産業保健関係等も含めた関係機

関が情報共有を行い、患者が容易にアクセスできる体制を作り、精神疾患の発症・進行の

予防を図っていく必要があります。 

 

② 在宅支援 

○ 地域生活や社会生活の場において、患者に対し必要な支援が提供できるよう、精神科医療

機関、一般医療機関等の保健医療サービスと、福祉サービス相互の機能分担および連携が

求められます。 

○ 長期入院患者を中心とする入院患者の早期退院と地域移行を促進するとともに、地域での

生活を維持するために自宅等への訪問などの支援が求められます。 

 

③ その他 

○ 精神障がい者に対する社会的偏見が依然として残っているため、継続して正しい知識の普

及啓発を図る必要があります。 

 

（２） 精神科医療に関する課題 

① 精神科医療体制 

○ 精神科救急医療体制において、救急輪番ブロック内の病院間の距離が離れていたり、地域

によっては病院の立地数に差があったりするため、ブロック内における各関係機関等との

連携の推進が必要です。 

○ 身体合併症、専門的身体疾患等を発症している精神疾患患者への対応のため、24時間 365

日の精神科救急医療提供・相談を含め、精神科医療機関と一般医療機関等との連携体制の

構築を進めていくことが求められます。 

○ 精神科を標榜する一般病院や診療所の精神保健指定医の精神科医療体制確保への協力の

拡大が必要です。 

○ 精神科救急輪番病院において、当番日以外でも自院の患者について、精神科救急情報セン

ター等と連携して対応ができるような体制の整備を検討していく必要があります。 

○ 統合失調症患者は、本県でも入院、通院患者数において大きな割合を占めています。 

本人が病気であることに気づかないことが多く、家族や周囲の人が早めに兆候に気づき、

早期受診、早期診断を行い、適切な治療等を行う必要があります。 

○ 統合失調症の早期受診、早期診断につなげるために、疾患の特徴、症状や周囲の対応方法

に関する知識の普及や相談窓口等の啓発が必要です。 

○ 治療の中断や病状が不安定な統合失調症患者に対し、訪問支援などの地域生活支援が必要

です。 

○ 保護者など周囲の人が子どものこころの健康やその特徴、児童思春期の精神疾患の特徴、

症状や疾患の兆しをどう発見するかなど対応方法等についての知識を啓発するとともに、
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○ 県内を北部と中南部に分けた精神科救急輪番制と、24時間精神科救急医療電話相談等の精

神科救急医療システムの的確な運用を行うとともに、一般医療機関等との連携を図ります。

（医療機関、医療関係団体、県、関係機関） 

○ 精神科救急輪番病院において、当番日以外の夜間においても自院の患者について、精神科

救急情報センターと連携し精神科救急医療体制に協力できる体制の整備を図ります。（医

療機関、医療関係団体、県、関係機関） 

○ 統合失調症についての正しい知識の普及や身近に相談ができる体制を整えることにより、

適切な治療のための早期発見、早期受診につなげます。（医療機関、関係団体、市町、県、

関係機関） 

○ 治療の中断や病状が不安定な統合失調症患者およびその家族に対し、地域で生活すること

を前提として、保健・医療・福祉等の多職種によるチームで訪問支援に取り組みます。（医

療機関、福祉施設、相談支援事業所、地域包括支援センター、市町、県、関係機関） 

○ 児童思春期精神科医療について、県立小児心療センターあすなろ学園等において医療相談

や専門医療を提供するとともに、教育機関等と連携し学校における精神保健に関する取組

を進めます。（医療機関、教育機関、市町、県、関係機関） 

○ 心神喪失者等医療観察法の指定通院医療機関の確保について、関係機関等と連携して取り

組みます。（医療機関、津保護観察所、県、関係機関） 

 

取組方向２：精神障がい者が地域で生活していくための連携体制の構築 

○ 地域住民および産業、教育関係者等に対して、精神疾患に関する正しい知識や相談窓口に

ついての普及・啓発を行います。（関係団体、市町、県、関係機関） 

○ 各地域における精神疾患等に関する相談窓口の体制・機能の強化を進め、精神科医療機関

等との連携を促進することで情報共有を行い、患者の早期発見、早期治療につなげていき

ます。（医療機関、福祉施設、関係団体、市町、県、関係機関） 

○ 行政をはじめとする保健、医療、福祉、産業保健、教育等の関係機関、関係団体による連

携体制・ネットワークの強化を図ります。（医療機関、福祉施設、関係団体、市町、県、

関係機関） 

○ 精神科医療機関、一般医療機関等の保健医療サービスと福祉サービスが連携して、適切な

医療・福祉サービスの提供を進めます。（医療機関、福祉施設、市町、県、関係機関） 

○ 入院患者の早期退院、地域移行を促進するとともに、患者の状況に応じた訪問支援等を進

めます。（医療機関、福祉施設、市町、県、関係機関） 

○ 100 床以上の病床を有する精神科病院において、多職種により構成される「退院促進委員

会」等を設置し、入院患者数において高い割合を占める高齢・長期入院患者のうち、特に

５年以上かつ 65 歳以上の入院患者を主な対象として、各病院の状況、特色に応じた退院

促進に関する取組を実施し、地域生活移行を促進します。（医療機関、福祉施設、関係団

体、市町、県、関係機関） 

○ 各保健所圏域において「地域精神保健福祉連携会議」を設置して、多様な精神疾患に関す

る問題に対し、関係機関等が連携してネットワークを構築し、各地域の状況、特性に応じ

た総合的な取組を行います。（医療機関、福祉施設、関係団体、市町、県、関係機関） 
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取組方向３：認知症患者への対応の推進 

○ 認知症の早期発見、早期治療、予防につなげるため、また本人およびその家族への支援と

して、認知症を正しく理解するための講座を開催し、認知症サポーター*を養成します。（市

町、県） 

○ 認知症の人の診療に関し、かかりつけ医への助言その他支援を行い、専門医療機関や地域

包括支援センター等との連携の推進役となる認知症サポート医について、関係機関等とと

もに養成を進めます。（医療機関、医療関係団体、県、関係機関） 

○ 認知症サポート医の協力を得て、主治医・かかりつけ医等への認知症対応力向上研修を実

施し、早期発見、早期治療につなげます。（医療機関、医療関係団体、県） 

○ 認知症サポート医や地域のかかりつけ医を対象とした事例相談会等を開催することによ

り、認知症サポート医のフォローアップを行い、地域における認知症サポート医、かかり

つけ医、専門医療機関や地域包括支援センター等の連携を進めます。（医療機関、地域包

括支援センター、医療関係団体、県、関係機関） 

○ 二次保健医療圏ごとに認知症疾患医療センターを整備し、地域の医療関係者や地域包括支

援センター等との研修会や連携協議会を開催することで、医療と介護の連携を図ります。

（医療機関、地域包括支援センター、市町、県） 

    

取組方向４：うつ病に対する医療支援の充実 

○ うつ病の早期発見、早期治療や適切な治療の継続が図られるよう、かかりつけ医・産業医

等と精神科医との連携を推進します。（医療機関、関係団体、市町、県、関係機関） 

○ うつ病についての正しい知識の普及や偏見をなくすための啓発を行うことで、早期相談、

早期受診につなげます。また、周囲の見守り体制の強化や身近な相談窓口の充実、かかり

つけ医等のうつ病の診断・治療技術の向上を図ります。（医療機関、関係団体、市町、県、

関係機関） 

○ うつ病は自殺を図った人の多くが罹患しているといわれていることから、自殺未遂者への

精神的ケアや支援を効果的に行うため、医療機関や関係機関等の従事者の研修等を行い、

対応できる人材の育成を行います。（医療機関、関係団体、市町、県、関係機関） 

○ 自殺予防について正しい知識を持ち、身近な人の変化に気づき、自殺を考えている人や悩

んでいる人を相談窓口等へつなぐ役割が期待されるメンタルパートナー*の養成を進めま

す。（市町、県、関係機関） 

○ 職場等におけるうつ病が要因となった休職者の復帰について、事業所への支援や相談・指

導等により、医療、産業保健、地域保健などの機関が連携して、休職した労働者の復帰へ

の支援に取り組みます。（事業者、医療機関、関係団体、市町、県、関係機関） 

○ 各障害保健福祉圏域の相談支援事業所による、精神障がい者等およびその家族の地域生活

の支援や、県内全域を対象とした相談事業を行うとともに、新たな相談支援ニーズに対応

できるよう、人材育成を図ります。（医療機関、福祉施設、相談支援事業所、関係団体、

市町、県、関係機関） 

○ 長期入院後退院した人や、継続して在宅で通院治療を受けている人の就労について、病態、

状況等に応じて、障がい福祉サービスを利用しつつ、支援等を行います。（事業者、医療

機関、福祉施設、関係団体、市町、県、関係機関） 
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取組方向５：精神障がい者に対する理解の促進 

○ 地域、学校、家族会、当事者会等のさまざまな団体やピアサポーター*と連携し、啓発活動

等を実施することにより、精神障がいに対する理解について県民一人ひとりに積極的に働

きかけます。（県民、医療機関、福祉施設、教育機関、関係団体、市町、県、関係機関） 

○ 県内で活動している精神保健ボランティアを対象に研修会等を開催し、資質の向上を図る

とともに、その活動を通じて精神障がい者に対する理解の促進や正しい知識の普及啓発を

進めます。（関係団体、市町、県、関係機関） 

○ 「障がい者週間」、「人権週間」、「差別をなくす強調月間」の期間を中心とする、人権擁護

委員、法務局、市町等と連携した街頭啓発や三重県人権センターにおける県民人権講座、

企画パネル展示、パンフレット作成等による啓発を推進します。（関係団体、市町、県、

関係機関） 

○ 小中学校における児童生徒、教員を対象としたバリアフリー*体験の実施、障がい者との交

流など福祉教育の充実を図ります。（教育機関、関係団体、市町、県、関係機関） 

○ 文化祭や精神保健に関する講座の開催など精神科病院の行事へ地域住民の参加を呼びか

け、地域との日常的な交流をとおして、精神障がい者への理解を促進します。（医療機関、

関係団体、市町、県） 
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○ 全国の救急患者の状況を見ると、救急の受診による入院は全体の 20.2％、また救急の受

診のうち救急車による搬送、徒歩や自家用車等による救急の受診を合わせた診療時間外の

受診による入院は 44.1％となっています。本県においては、救急の受診による入院は全

体の 18.1％、また救急の受診のうち救急車による搬送、徒歩や自家用車等による救急の

受診を合わせた診療時間外の受診による入院は 45.2％となっています。 

 
図表 ５-６-3 来院時の状況別に見た推計患者数（全国） 

（単位：千人／日、％） 

来院時の状況 
入 院 外 来 

総 数 総 数  
 病 院 一般診療所  病 院 一般診療所 

総 数 1341.0 100.0 1290.1 100.0 50.9 100.0 5898.0 100.0 1659.2 100.0 4238.8 100.0

通常の受診 1070.0 79.8 1026.7 79.6 44.0 86.4 5852.3 99.2 1622.1 97.8 4230.2 99.8

救急の受診 270.3 
20.2 

(100.0) 
263.4 

20.4
(100.0)

6.9
13.6

(100.0)
45.7

0.8
(100.0)

37.1 
2.2 

(100.0) 
8.6

0.20
(100.0)

 救急車により搬送 138.6 (51.3) 137.1 (52.0) 1.6 (22.9) 15.3 (33.4) 13.2 (35.6) 2.1 (24.0)

 
診療時間内の受診 71.1 (26.3) 69.9 (26.5) 1.2 (17.8) 7.3 (16.1) 5.9 (15.9) 1.4 (16.8)

診療時間外の受診 67.5 (25.0) 67.2 (25.5) 0.4 (5.1) 7.9 (17.4) 7.3 (19.7) 0.6 (7.2)

 

徒歩や自家用車等
による救急の受診 

131.7 (48.7) 126.3 (48.0) 5.3 (77.1) 30.4 (66.6) 23.9 (64.4) 6.5 (76.0)

  
診療時間内の受診 80.1 (29.6) 76.9 (29.2) 3.2 (45.8) 12.5 (27.4) 7.8 (21.2) 4.7 (54.3)

診療時間外の受診 51.6 (19.1) 49.4 (18.8) 2.2 (31.3) 17.9 (39.2) 16.0 (43.2) 1.9 (21.6)

  出典：厚生労働省「平成 23 年 患者調査」 

 

図表 ５-６-4 来院時の状況別に見た推計患者数（三重県） 

                                          （単位：千人／日、％） 

来院時の状況 
入 院 外 来 

総 数 総 数 

総 数 17.2 100.0 90.3 100.0 

通常の受診 14.2 82.6 89.5 99.1 

救急の受診 3.1
18.0

(100.0)
0.7

0.8 
(100.0) 

 救急車により搬送 1.7 (54.8) 0.2 (28.6) 

  
診療時間内の受診 0.8 (25.8) 0.1 (14.3) 

診療時間外の受診 0.8 (25.8) 0.1 (14.3) 

 
徒歩や自家用車等 
による救急の受診 

1.5 (48.4) 0.6 (85.7) 

  
診療時間内の受診 0.8 (25.8) 0.4 (57.1) 

診療時間外の受診 0.6 (19.4) 0.2 (28.6) 

出典：厚生労働省「平成 23 年 患者調査」 

 

○ 全国で救急搬送された高齢者は、平成 12（2000）年には約 149 万人でしたが、平成 23（2011）

年には約 269 万人と大きく増加しています1。また、85 歳以上の高齢者については、救急

搬送件数の 17.3％と他の年齢層より多く、その中の事故種別についても急病が 11.6％と

多くなっています2。 

                            
1
 出典：消防庁「平成 24 年版 救急・救助の現況」 

2 出典：消防庁「平成 22 年度 救急業務高度化推進検討会 報告書：第８章 救急搬送の将来推計」 
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3 出典：消防庁「平成 24 年版 救急・救助の現況」 
4
 出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 

5
 出典：三重県調査（平成 21 年度） 
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6
 出典：厚生労働省「平成 23 年 医療施設調査」 
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（３） 各保健医療圏における現状 

○ 初期、二次救急医療、小児救急医療については、その体制の維持が困難となっている地域

が増加しており、地域救急医療対策協議会等の場で対応策についての協議が行われていま

す。 

○ 救命救急センターについては、当初、人口 100 万人に１か所を目途に整備が行われてきま

した。しかしながら、本県は南北に長い地理的要件や人口の集中度合いにより、より多く

の救命救急センターを設置しています。 

 

図表 ５-６-18 各保健医療圏における救急医療の現状 

 

保健 

医療圏 地域 救急医療に関する現状 

北
勢
保
健
医
療
圏
 

桑名 

・ 初期救急医療については、桑名市応急診療所といなべ総合病院が中心となって

対応しています。 

・ 二次救急医療については、病院群輪番制により体制が維持されているものの、

勤務医が不足しています。 

・ 旧桑名市民病院と旧山本総合病院を再編統合し、桑名市総合医療センターとし

て病院を整備し、地域の二次救急医療を担っています。 

・ 二次・三次救急医療患者については、四日市地域および愛知県など圏域を越え

た搬送があります。 

・ 桑名市では、市民からの救急医療や応急処置などの相談に24時間体制で対応す

る電話相談を実施しています。 

四日市 

・ 初期救急医療については、四日市市応急診療所と病院群輪番制参加病院が協力し

対応しています。 

・ 平成21（2009）年２月に市立四日市病院を救命救急センターとして指定し、県立総

合医療センターとともに北勢地域の重篤な救急患者への対応を実施しています。 

・ 平成22（2010）年度から厚生連菰野厚生病院が二次救急輪番に加入しています。

・ 医療ニーズに迅速、的確に対応するため、平成24（2012）年４月に県立総合医

療センターを地方独立行政法人としています。 

鈴鹿 

・ 初期救急医療については、鈴鹿市休日夜間応急診療所や亀山医師会の在宅当番

医制度などにより対応しています。 

・ 二次救急医療については、厚生連鈴鹿中央総合病院と鈴鹿回生病院の連携によ

り対応しています。 

・ 亀山地域では、二次救急医療を担う亀山市立医療センターが中心となって、三

重大学と連携し、最適な地域医療体制の確立に向けた研究や地域医療を担う医

師養成等の取組が進められています。 
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津 

・ 初期救急医療については、津市休日応急・夜間こども応急クリニック、夜間成

人応急診療所、久居休日応急診療所において対応しています。 

・ 初期救急患者の二次救急病院への集中の緩和と二次救急病院の受入体制の充実

を図るため、病院群輪番制を担う二次救急医療機関の機能強化に向け、郡市医

師会や三重大学と連携して、医師の派遣など診療支援の取組を進めています。

・ 平成22（2010）年６月に三重大学医学部附属病院を救命救急センターとして指

定し、中勢伊賀地域の重篤な救急患者への対応を実施しています。 

・ 平成24（2012）年２月から県ドクターヘリを導入し、三重大学医学部附属病院

と伊勢赤十字病院が２か月交替で基地病院を担っています。 

・ 津市では、市民からの救急医療や応急処置などの相談に24時間体制で対応する

電話相談を実施しています。 

伊賀 

・ 初期救急医療については、伊賀市応急診療所と名張市応急診療所において対応

しています。 

・ 二次救急医療については、地域の３病院が協力して病院群輪番制の維持に努め

ていますが、常勤医師数の減少が著しく、体制の維持が困難な状況となってい

ます。そのため、それぞれの病院が現状の医療資源を生かした特色ある医療を

めざして、医師確保や医療体制の充実に努めています。 

・ 伊賀市では、市民からの救急医療や応急処置などの相談に24時間体制で対応す

る電話相談を実施しています。 

・ 伊賀地域において、市民や団体による「地域医療を守る会」が地域医療を守る

活動を行っています。 
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松阪 

・ 初期救急医療については、松阪市休日夜間応急診療所と松阪市歯科休日応急診

療所において対応しています。 

・ 病院の医師不足や軽症患者の二次救急病院への集中などによって、病院群輪番

制参加病院による救急患者の受入が困難な状況となっています。そのような状

況の中、市、郡市医師会、消防本部等の協議により、初期救急患者は市の応急

診療所で対応し、二次救急患者のみ病院群輪番制参加病院で対応するなど、機

能分担を図ることで救急医療に対応しています。 

・ 松阪市、多気町、明和町では、市民からの救急医療や応急処置などの相談に 24

時間体制で対応する電話相談を実施しています。 

伊勢 

・ 初期救急医療については、伊勢市休日・夜間応急診療所と鳥羽市休日・夜間応

急診療所において対応しています。 

・ 伊勢赤十字病院は、救命救急センターを中心として高度な救命救急医療を担う

三次救急医療機関、小児医療の二次救急病院、地域医療支援病院に指定されて

おり、平成 24（2012）年１月に移転開業して伊勢志摩地域だけでなく県南部の

中核病院として、広範囲に受け入れる体制整備がなされつつあります。 

・ 平成 24（2012）年２月から県ドクターヘリを導入し、伊勢赤十字病院と三重大

学医学部附属病院が２か月交替で基地病院を担っています。 

・ 伊勢市では、市民からの救急医療や応急処置などの相談に 24時間体制で対応す

る電話相談を実施しています。 

志摩 

・ 初期救急医療については、志摩市休日・夜間応急診療所において対応しています。

・ 県立志摩病院は、指定管理者制度を導入したことにより、民間事業者の柔軟か

つ効果的なノウハウを活用し、医師確保および救急医療体制等の充実に努めて

います。 

・ 志摩地域において、市民や団体による「地域の医療を考える会」が、地域医療

を守る活動を行っています。 
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が喫緊の課題です。 

○ 症状の程度が不明な患者は、かかりつけ医や休日夜間急患センター、あるいは「医療ネッ

トみえ」等にて紹介された初期救急医療機関へ、明らかに重症な患者は救急車により二次

救急の病院群輪番制参加病院へ、生命の危機が差し迫っている患者はさらに三次救急医療

機関へという、本来あるべき救急患者の流れを構築することが課題となっています。 

○ 高齢化の一層の進行により、今後、ますます増加すると予想される高齢者の救急搬送への

対策が必要です。 

 

① 病院前救護体制 

○ 平成 22（2010）年９月に策定した「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の円

滑な運用を進めるとともに、事後検証を行うことにより継続的な見直しが必要です。 

○ 救急救命士の増員や資質の向上のための実習病院の充実と確保が必要です。 

○ 地域住民へのＡＥＤを用いた応急手当の普及啓発や救急蘇生法の実習などのさらなる充

実が必要です。 

○ 適切な救急医療機関受診に関する普及啓発を行い、軽症患者の安易な二次救急医療機関の

受診による医療機関の負担を軽減する必要があります。 

○ 今後、充実が求められる病院前救護体制には、事後検証や教育訓練等を行う地域メディカ

ルコントロール体制の充実・強化が必要です。 

 

② 初期救急医療 

○ 休日夜間急患センターなどの初期救急医療を担う医療機関が確保されていない地域をな

くすことが必要です。 

○ 夜間・休日等に受診できる初期救急医療機関の情報提供について、市町等との連携の上、

強化する取組が必要です。 

○ 「医療ネットみえ」に参加登録をしている医療機関数を増やす必要があります。また、そ

の中で、特に耳鼻科、眼科などを標榜する医療機関の登録を増やす必要があります。 

 

③ 二次救急医療 

○ 医師不足などの理由により二次救急医療の提供が困難な状況となっている地域がみられ

ることから、病院群輪番制の維持に努める必要があります。 

○ 軽症の患者であっても二次救急医療機関を受診する傾向があり、特に病院群輪番制参加病

院などでは、救急患者の診療に支障を来していることから、県民の適切な受診行動を促進

する必要があります。 

 

④ 三次救急医療 

○ 東紀州保健医療圏には三次救急医療施設がないため、隣接する地域をはじめとする県内全

域での支援体制の強化が必要です。 

○ ドクターヘリの出動要請においては、早期の現場出動に対する消防本部の判断や、病院間

搬送に対する医療機関の理解の促進が必要です。 

○ 災害時や重複要請時のドクターヘリの運航について、近隣府県と連携を図る必要があります。 
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○ ドクターヘリの円滑な運航体制を強化するため、訓練の実施や搬送事例の検証等が必要です。 

 

（２） 急性期を脱した患者への後方支援等について 

○ 急性期を脱した患者のための回復期リハビリテーション病棟の整備など、後方支援体制の

強化が必要です。 

○ 救急医療機関や心臓リハビリテーション病院等の基幹病院とかかりつけ医との地域連携

クリティカルパス等による連携の強化が必要です。 

 

（３） 各保健医療圏における課題 

○ 救急搬送件数の増加に対応するとともに、受入照会回数の減少等を図るため、二次および

三次救急医療体制のさらなる充実が求められています。 

○ 救急医療機関における受入患者の入院長期化、介護施設からの肺炎患者等の多数受入れに

より一時的に救急患者の受入れを制限するなど、いわゆる出口問題が生じています。 

○ 小児救急を含む救急医療体制の充実を図るため、さらなる医師及び看護師の確保が必要で

す。 

 

図表 ５-６-20 各保健医療圏における救急医療の課題 

 

保健 

医療圏 
地域 救急医療に関する課題 

桑名 
・ 二次救急医療については、病院群輪番制参加病院により体制が維持されている

ものの、勤務医不足の中、維持が困難な状況となっています。 

四日市 

・ 他地域からの救急患者搬送の増加に対応するため、二次および三次救急医療体

制のさらなる充実が求められています。 

・ 救急搬送者のうち、診断の結果、帰宅可能な軽症者の割合が６割強と、他地域

と比べて多くなっており、本来対応すべき重症者への対応に支障をきたす恐れ

があります。 

北
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鈴鹿 

・ 鈴鹿市を中心とした地域の二次救急医療については、厚生連鈴鹿中央総合病院

と鈴鹿回生病院の連携により対応していますが、他地域からの救急患者の搬送

が増加しており、その対策が課題となっています。 

・ 亀山市において二次救急医療を担う亀山市立医療センターにおける医師の充足

が必要です。 

津 

・ 救急搬送における受入先医療機関の選定が困難な事案（いわゆる“たらい回し”）

が多く発生しており、地域内の救急医療体制の整備・充実が急務となっています。

・ 救急搬送において、他地域と比べて搬送件数の増加が著しく、病院群輪番制参

加病院の負担になっています。 

・ 救急医療や応急処置などの相談に 24 時間体制で対応する電話相談「津市救急・

健康相談ダイヤル 24」の利用について、普及啓発を行っていく必要があります。
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伊賀 

・ 常勤医師の減少が著しく、現在の３病院による病院群輪番制の維持が困難な状

況となっていることから、二次救急医療体制の再構築が喫緊の課題となってい

ます。 
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取組方向２：病院前救護体制の充実 

○ ＡＥＤを使った応急手当が実施できる県民を増やすため、救急蘇生法講習の実施を推進し

ます。（消防機関、市町、県、関係機関） 

○ ＡＥＤが必要なときに活用されるよう、設置場所についての情報提供を充実させます。（医

療機関、消防機関、市町、県、関係機関） 

○ 三重県メディカルコントロール協議会や各地域メディカルコントロール協議会において、

救急救命士の再教育訓練や搬送後の事後検証体制を円滑に推進することができるよう体

制の充実を図ります。（医療機関、消防機関、市町、県、関係機関） 

○ 事後検証等をより効果的に実施し、メディカルコントロール体制の充実を図るため、各地

域メディカルコントロール協議会の広域での連携を進めます。（医療機関、消防機関、市

町、県、関係機関） 

○ 救急救命士を対象とする講習・実習を実施し、資質の向上を図ります。（医療機関、消防

機関、市町、県、関係機関） 

○ 「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の適用事案について検証を行い、必要に

応じて基準の見直しを行うとともに、搬送体制の新たな仕組みづくりなどを行うことによ

り、円滑な搬送と受入体制の充実強化を図ります。（医療機関、消防機関、市町、県、関

係機関） 

 

取組方向３：初期、二次、三次救急医療体制の充実 

○ 医師修学資金貸与制度の運用を通じて将来県内医療機関で勤務する医師の確保に努める

とともに、三重県地域医療支援センターを核とした救急医療を担う若手病院勤務医の確保

を進めます。（医療機関、三重大学、県） 

○ 高齢者の人口増加とともに、今後ますます増加すると予想される高齢者の救急需要につい

て、国の救急医療の体制構築に係る指針を踏まえ、現状を検証するとともに、その対策に

ついて他都道府県の取組等も参考にしつつ検討を進めます。（医療機関、消防機関、市町、

県、関係機関） 

○ 医療機関や市、医師会など関係機関・団体と協力し、初期救急医療を担う医療機関等の増

加に努めます。（医療機関、市、県、関係機関） 

○ 地域の救急医療体制を協議する場において、広域的対応や疾患別役割分担等の検討による

効果的なネットワークづくりに向けた話し合いを進めて、二次救急患者や三次救急患者の

迅速な搬送ができる体制づくりを進めます。（医療機関、消防機関、市町、県、関係機関） 

○ 急性期病院で救急医療を受けた患者が、回復期、維持期へと円滑に移行し、地域へ戻って

いくことができるよう在宅医療の充実と多職種の医療関係者との連携を図るとともに、地

域連携クリティカルパスの構築など医療機関同士の連携の充実を図ります。（医療機関、

市町、県） 

○ 桑名地域および紀勢地域の病院の再編統合など、二次救急医療機関等の体制整備を図りま

す。（医療機関、市町、県、関係機関） 

○ 地域内または県内の医療機関間や救急現場と医療機関間で、患者の画像情報や診療情報な

どを相互に伝送できる仕組みづくりを進めることにより、円滑な診療支援体制や救急搬送

体制の構築を図ります。（医療機関、消防機関、市町、県、関係機関） 
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○ 伊賀地域における二次救急医療体制については、３病院の機能強化や機能分担を進めるこ

とにより、さらなる体制強化を図ります。（医療機関、消防機関、市、県、関係機関） 

○ 志摩地域、東紀州地域については、二次救急医療機関の機能強化を図るとともに、特に、

東紀州地域については、平成 24（2012）年２月に導入した県ドクターヘリや、奈良県と

ともに共同運航している和歌山県ドクターヘリを活用するなど、広域的な連携を進めるこ

とにより、重症患者への救急医療体制の充実強化を図ります。（医療機関、消防機関、市

町、県） 

○ 県ドクターヘリの運用にあたり、近隣県との連携や訓練等の実施により、円滑な運航体制

の強化を図ります。（医療機関、消防機関、市町、県、関係機関） 
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活用した医療救護活動を行うこととしています。 

○ 保健所は、県の地域災害医療地方部として、被害情報の収集や整理を行います。 

○ 津医療地方部と伊勢医療地方部は、患者を被災地外へ搬送する必要が生じた場合は、広域

搬送拠点臨時医療施設（Staging Care Unit。以下「ＳＣＵ*」という。）を設置します。 

○ 県では、県医師会、県病院協会、県歯科医師会、県看護協会との応援協定の締結や日本赤

十字社三重県支部との委託契約、災害拠点病院の指定により、災害発生時の医療救護体制

の整備を進めています。 

○ 県では、県内の 12 病院を災害拠点病院に指定し、災害拠点病院の担当者を対象に、災害

拠点病院担当者連絡会議を開催しています。 

○ 東日本大震災を機に、国が示す災害拠点病院の指定要件が見直しされました。これを受け

て、県は、災害拠点病院が指定要件を満たしているかどうか、毎年確認することとなりま

した。 

○ 県では、災害時における医療機関の診療状況を把握するため、医療機関の稼働状況等を入

力することで関係機関（都道府県、医療機関、消防等）と都道府県を越えた情報が共有で

きる三重県広域災害・救急医療情報システム（Emergency Medical Information System。

以下「ＥＭＩＳ*」という。）の運用を行っており、平成 24（2012）年４月現在、二次救急

医療以上を担う 34 病院が参加しています。 

○ 災害医療に携わる人材を育成するため、災害看護研修を実施しています。 

 

② 災害拠点病院の取組 

○ 全ての災害拠点病院が、ＥＭＩＳに参加しています。また、12 病院中 11 病院が、ＥＭＩ

Ｓへの情報を入力する複数の担当者を事前に決めて、入力内容や操作方法等の研修・訓練

を行っています。 

○ 基幹災害拠点病院では、県や他の二次救急医療機関等と連携して、ＥＭＩＳ入力訓練を行

っています。 

○ 災害拠点病院のうち、全ての建物が耐震化されている病院は 10 病院、病院機能を維持す

るために必要な全ての建物が耐震構造である病院は１病院、病院機能を維持するために必

要な建物に耐震構造でない建物がある病院が１病院あります。 

○ 病院機能を維持するために必要な建物に耐震構造でない建物がある病院については、現在

耐震化に取り組んでおり、平成 26（2014）年度に完成する予定です。 
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を行うなど、各団体等における医療救護班の派遣も行われました。 

 

④ 広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ） 

○ 平成 19（2007）年３月に中央防災会議幹事会が作成した「東南海・南海地震応急対策活動

要領に基づく具体的な活動内容に係る計画」において、広域医療搬送の計画が記載されて

います。同計画において、県は、三重大学グラウンドと宮川ラブリバー公園にＳＣＵを設

置することとしています。 

○ 三重大学グラウンドのＳＣＵは三重大学医学部附属病院、宮川ラブリバー公園のＳＣＵは

伊勢赤十字病院の協力を得ながら県（保健所）が設置します。 

○ 平成 23（2011）年度にＤＭＡＴ実動訓練と合わせて、三重大学グラウンドのＳＣＵ設置訓

練を実施しました。 
 

図表 ５-７-4 各災害拠点病院の災害医療提供体制等の状況 

 

保健医療圏 保健所 区分 医療機関 

医

療

法

許

可

病

床

数

災害医療提供体制 

災
害
派
遣
 

医
療
チ
ー
ム
(Ｄ

Ｍ
Ａ
Ｔ
)

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
 

も
し
く
は
 

二
次
救
急
医
療
機
関
 

 二
次
救
急
医
療
機
関
と
の

定
期
訓
練
や
災
害
時
の
 

地
域
支
援
体
制
整
備
 

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー

病
床
数
 

北勢保健医療圏 

桑名 地域 厚生連いなべ総合病院 220 １ 二次救急   

四日市市 
基幹 県立総合医療センター 446 ２ 救命救急 27 ○ 

地域 市立四日市病院 568 ２ 救命救急 30 ○ 

鈴鹿 地域 厚生連鈴鹿中央総合病院 460 ２ 二次救急 ○ 

中勢伊賀保健医療圏 津 地域 三重大学医学部附属病院 685 ２ 救命救急 20 ○ 

伊賀サブ保健医療圏 伊賀 地域 上野総合市民病院 281 ０ 二次救急 ○ 

南勢志摩保健医療圏 松阪 

地域 松阪市民病院 328 ２ 二次救急 ○ 

地域 済生会松阪総合病院 430 ０ 二次救急  

地域 厚生連松阪中央総合病院 440 ０ 二次救急  

伊勢志摩サブ保健 

医療圏 
伊勢 

地域 伊勢赤十字病院 655 ２ 救命救急 30 ○ 

地域 県立志摩病院 350 ０ 二次救急 ○ 

東紀州保健医療圏 
尾鷲 地域 尾鷲総合病院 255 ０ 二次救急 ○ 

熊野     

出典：三重県調査（平成 24 年４月１日現在） 
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○ 災害時において、急性期から中長期への医療提供が円滑に移行できる体制づくりを進めま

す。（医療機関、医療関係団体、市町、県、関係機関） 

○ 医療救護班は、実情にあわせた柔軟な編成ができる体制づくりを進めます。(医療機関、

医療関係団体、県) 

○ 救急告示医療機関に対して、ＥＭＩＳへの参加を促し、災害時の円滑な情報提供体制を強

化します。（医療機関、県） 

○ 心のケア、口腔ケア、医薬品確保、感染症防止等への対応が円滑に取り組めるよう、医師

会、病院協会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の活動との連携や情報共有ができる体

制づくりを進めます。（医療機関、医療関係団体、市町、県、関係機関） 

○ 二次救急医療機関等の耐震化を計画的に進めます。（医療機関、県） 

○ ＳＣＵ設置場所の代替地について検討を行います。（医療機関、県、関係機関） 

○ 県歯科医師会と共に災害発生時の歯科保健医療対応マニュアルを作成するとともに、災害

時に、地域ごとの災害歯科医療支援コーディネーターが迅速に対応できる体制づくりを進

めます。(歯科医師会、県、関係機関) 

○ 検視・検案を円滑に実施するための体制づくりを進めます。（医療機関、医療関係団体、

県、関係機関） 

○ ＳＣＵ設置訓練や関係機関との連携訓練を実施します。（医療機関、医療関係団体、市町、

県、関係機関） 

○ 県庁および地域において、災害医療コーディネーターの体制整備を進めます。（医療機関、

医療関係団体、県） 

 

《地域の取組》 

○ 各地域において、医療機関、医療関係団体、消防本部、市町、保健所等が連携した会議「地

域災害医療対策会議（仮称）」を設置し、大規模災害に対応できる災害医療ネットワーク

づくりを進めます。（医療機関、医療関係団体、市町、県、関係機関） 

○ 各地域において、災害時に対応できる地域災害医療コーディネーターの設置を行い、地域

のコーディネート機能が十分に発揮できる体制を整えます。（医師会、医療機関、市町、

県、関係機関） 

○ 県の災害医療対応マニュアルの改訂をふまえて、地域の災害医療対応マニュアルを見直し

ます。（医療機関、医療関係団体、市町、県、関係機関） 

○ 医療救護所の配置等、地域における連携体制を整えます。（医師会、医療機関、市町、県、

関係機関） 

 

取組方向２：大規模災害時を見据えた災害拠点病院の体制強化 

○ 災害拠点病院の指定要件に関する整備が進むよう取り組みます。（医療機関、県） 

○ 災害拠点病院が機能不全に陥った場合に備えて、二次救急医療機関を中心に災害拠点病院

を補完する災害医療支援病院（仮称）の指定等の検討を進めます。（医療機関、県） 

○ 災害拠点病院は、地域の二次救急医療機関や郡市医師会と連携しながら訓練や研修を実施

し、災害医療ネットワークづくりを進めるとともに、訓練等を通じて災害拠点病院の役割

について地域住民の理解を得ることに努めます。（医療機関、医師会、市町、県、関係機

関） 
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取組方向３：災害医療を支える人材育成 

○ 災害発生時のさまざまな状況に適切に対応できる災害医療コーディネーターの養成を行

います。（医療機関、県）  

○ ＤＭＡＴは、基幹災害拠点病院が２チーム、地域災害拠点病院が１チーム以上保有し、維

持できるよう、計画的な養成研修の受講に取り組みます。（医療機関、県） 

○ 医療機関において、あらかじめ医療救護班のメンバーを選定するなど、災害時に備えます。

（医療機関、医師会、市町、県、関係機関） 

○ 医療救護班として派遣予定の医療従事者を対象とした研修を行います。（医療機関、医師

会、市町、県、関係機関） 

○ 救護所、避難所等において、感染症の防止やメンタルケア*を適切に対応できるよう、保健

師、助産師、看護師の研修を実施します。（医療機関、医療関係団体、市町、県、関係機

関） 

○ ＥＭＩＳに加入する医療機関と保健所において、あらかじめ指名された入力担当者を対象

としたＥＭＩＳ入力訓練、操作研修を実施し、災害時の円滑な情報提供体制を強化します。

（医療機関、県） 

○ 基幹災害拠点病院が県内の医療従事者を対象とした災害医療研修を実施し、災害時に対応

できる医療従事者の増加を図ります。（医療機関、県） 

○ 大規模な災害発生時においても多数の検視・検案が行えるように、開業医等を対象に研修

を実施し、意識向上や人材育成を図るとともに、犠牲者が安置される場所や施設の候補地

を確保します。（医療機関、医師会、市町、県、関係機関） 

○ 検案の指揮命令系統について、関係機関が協議し、検案体制の強化を図ります。（医師会、

歯科医師会、医療関係団体、県、関係機関） 
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へき地医療機関等に対する支援を行っています。 

 

図表 ５-８-3 三重県の無医地区と無歯科医地区 

 

保健医療圏 市町 地区 
人口（人） 無医 

地区 

無歯科医

地区 H16 H21 

中勢伊賀保健医療圏 津市（旧美杉村）

太郎生 1,305 1,110 ○  

多気 985 848   △ 

八幡 293 693   △ 

南勢志摩保健医療圏 

(伊勢志摩サブ保健医療圏)
鳥羽市 神島町 521 461   △ 

東紀州保健医療圏 

熊野市（旧紀和町）
上川 288 204 ○ ○ 

西山 442 282 ○ ○ 

熊野市 

神川 423 384   △ 

育生 299 258   △ 

飛鳥 1,574 1,440   △ 

新鹿 1,795 1,598   △ 

荒坂 703 574   △ 

紀宝町 浅里 116 107 ○  

○ 無医地区、△ 準じる地域                  出典：三重県調査（平成 21 年 12 月末現在） 

 

（２） へき地の医療提供体制 

① へき地医療提供体制の維持、確保 

○ へき地医療対策を円滑かつ効果的に実施するため、平成 15（2003）年度に県の健康福祉部

内に「へき地医療支援機構」を設置しました。へき地医療支援機構には、へき地医療勤務

経験のある医師を専任担当官として配置し、年度ごとのへき地医療にかかる事業の実施や

各関係機関との連携や連絡調整を行い、へき地における医療提供体制の整備を支援してい

ます。 

○ へき地医療支援機構では、医学生および若手医師、へき地医療関係者を対象としたへき地

医療研修会やへき地医療体験実習などを開催するほか、へき地医療の意義や魅力について

も情報発信しています。 

○ 県が指定するへき地医療拠点病院*では、へき地医療支援機構の調整のもと、無医地区等に

対し巡回診療、へき地診療所等への代診医派遣等を行っています。代診医派遣は、へき地

医療機関に勤務する医師がスキルアップのために研修に参加したりリフレッシュのため

に休暇を取得したりする等、医師のキャリアアップやモチベーション*の維持等、ひいては、

へき地の医療提供体制を維持・確保するために重要な事業となっています。代診医派遣に

ついては、これまで 100％の応需率となっています。 

○ 平成 24（2012）年４月現在、へき地医療拠点病院として紀南病院、尾鷲総合病院、県立志

摩病院、伊勢赤十字病院、済生会松阪総合病院、松阪市民病院、国立病院機構三重病院、

県立総合医療センターの８病院を指定しています。 
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図表 ５-８-4 巡回診療の実施状況 

 

紀南病院実施分（平成 23年度実績：10日） 

曜日 市町名 無医地区名 

隔週月曜日 紀宝町 浅里地区 

※台風災害により実施回数減少（平成 22 年度実績：24 日） 

 

紀和診療所実施分（平成 23年度実績：各 24日） 

曜日 市町名 無医地区名 

隔週火曜日 熊野市 西山地区 

隔週水曜日 熊野市 上川地区 

出典：いずれも三重県調査 

 

図表 ５-８-5 へき地医療拠点病院からの代診医の派遣実績の推移 

（単位：回） 

年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

へき地医療 

拠点病院数 
5 5 5 6 7 8 

依頼日数 20 17 34 34 65 － 

応需日数 20 17 34 34 65 － 

応需率 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ － 

１人
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○ 県全域の三次救急医療体制の充実を目的として、平成 24（2012）年２月に県独自のドクタ

ーヘリを導入しました。基地病院となる三重大学医学部附属病院と伊勢赤十字病院から東

紀州地域まで、おおむね 30 分の所要時間でカバーできるようになり、平成 24（2012）年

12 月までの間に東紀州地域では 16件の救急出動と 27 件の病院間搬送が実施されました。 

○ 市町や医療機関では、タウンミーティング*や健康教室などを開催し、住民に対し、医療機

関の現状理解の促進、適正受診等の意識啓発、ニーズ把握等を行っています。 

○ へき地での在宅訪問歯科診療の充実をめざして、県および郡市歯科医師会が連携し、歯科

医療関係者への研修や在宅歯科診療を行うための設備整備など、安全・安心な歯科医療が

行われるための体制整備を行っています。 

 

② へき地医療に関わる医師・看護師等の育成、確保 

○ 県内の人口 10 万人あたりの医療施設従事医師数は全国平均と比べ少なく、特に、伊賀地

域や志摩地域、東紀州地域で救急対応に支障が出るなど、医師の慢性的な不足が見られま

す。 

○ また、県内の人口 10 万人あたりの看護師数も全国平均と比べ少なく、特に、伊賀地域や

志摩地域、東紀州地域で看護師の数が少なくなっています。 

 

図表 ５-８-6 全国、県、主な不足地域の比較（人口 10 万人あたり） 

   【医師数】 

   （単位：人） 

全 国 三重県 
伊賀サブ 

保健医療圏 

伊勢志摩サブ 

保健医療圏 

東紀州 

保健医療圏 

219.0 190.1 113.8 185.1 148.3

出典：厚生労働省「平成 22 年 医師・歯科医師・薬剤師調査」 

【看護師数】 

（単位：人） 

全 国 三重県 
伊賀サブ 

保健医療圏 

伊勢志摩サブ 

保健医療圏 

東紀州 

保健医療圏 

744.6 701.8 533.8 618.7 569.7

出典：厚生労働省「平成 22 年度 衛生行政報告例」 

 

○ へき地医療機関に勤務する医師については、これまで、自治医科大学義務年限内医師の配

置や、義務年限終了後医師を引き続き県職員として雇用し、へき地へ派遣するキャリアサ

ポート制度等により確保に努めてきましたが、自治医科大学の医師数にも限りがあり、ま

た、三重大学医学部から派遣できる医師が減少する中、さらなる派遣は厳しい状況が続い

ています。 

○ へき地を含む地域医療の担い手の育成に向けて、三重大学医学部医学・看護学教育センタ

ー*、市町村振興協会、県の３者が連携し、地域医療の確保、地域への医師の定着をめざし

て、全 29 市町での保健活動、へき地・離島医療機関での診療見学実習など、三重大学に

おける地域医療教育の充実に取り組んでいます。 

○ 地域医療の担い手の育成に向けて、平成 21（2009）年４月に県が紀南病院内に設置した、

「三重県地域医療研修センター」において、“ちいきは医者をステキにする”を合言葉に、

若手医師、医学生に対して実践的な研修を提供しています。 
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（２） 取組方向 

取組方向１：へき地等の医療提供体制の維持・確保 

取組方向２：へき地医療を担う医師・看護師等の育成・確保 

 

（３） 取組内容 

取組方向１：へき地等の医療提供体制の維持・確保 

○ へき地医療拠点病院を指定し、へき地医療支援機構の調整のもと、巡回診療やへき地医療

機関からの代診医派遣要請および在宅診療・訪問看護等のニーズへの対応を行うとともに、

へき地医療拠点病院および協力医療機関、協力医師の増加に努めます。(医療機関、県) 

○ へき地医療拠点病院およびへき地診療所の施設や設備の整備、運営に対する支援を引き続

き行います。(市町、県) 

○ 「三重医療安心ネットワーク」等を活用して、医療機関の間で診療情報を円滑にやり取り

できるようにすることで、へき地においても、病病連携・病診連携をさらに推進します。

(医療機関､県) 

○ 三重県全域の三次救急医療体制の充実を目的に導入した県のドクターヘリについて、へき

地等においてもその効果的な活用を図ります。また、奈良県と共同利用している和歌山県

ドクターヘリについても、引き続き東紀州地域において活用していきます。(医療機関、

市町、県) 

○ へき地での在宅訪問歯科診療の充実をめざして、県および郡市歯科医師会と連携し、歯科

医療関係者への研修および在宅歯科診療の設備整備などを支援し、安全・安心な歯科医療

提供体制の整備を推進します。(医療機関、歯科医師会、市町、県) 

○ へき地保健医療の普及啓発を積極的に行っている市町や医療機関のタウンミーティング、

健康教室などの取組や情報を発信し、住民等のへき地医療への理解の促進、ニーズの把握

を図ります。(住民、医療機関、市町、県) 

 

取組方向２：へき地医療を担う医師・看護師等の育成・確保 

○ 医師無料職業紹介事業等の取組を通じて、へき地医療機関に従事する医師の確保に努めま

す。(医療機関、県) 

○ 県内の都市部の医療機関から医師不足地域の医療機関への診療支援を行うバディ・ホスピ

タル・システムを活用し、へき地医療機関に従事する医師の確保と育成を進めます。また、

バディ・ホスピタル・システムにおける派遣先医療機関の指導体制の充実について、地域

医療支援センターの取組の中で、三重大学等関係機関と連携して必要な対策を検討してい

きます。（医療機関、三重大学、県） 

○ 臨床現場から離れている看護職員の復職を支援するために、就業につながる情報提供の充

実や、就業支援の取組を進めます。(医療機関、看護協会、市町、県) 

○ 高校生を対象に、医学を志す生徒への動機づけ・啓発として「医学部進学セミナー」を引

き続き実施し、より一層の充実を図ります。(医療機関、教育機関、県) 

○ 一日看護体験や出前授業、「みえ看護フェスタ」等の取組を通じて、地域医療をめざす中

高校生への動機づけを引き続き実施します。(医療機関、看護協会、県) 
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○ 効果的な入学者選抜や就職支援などを実施し、今後も引き続き県内の地域医療に従事する

資質の高い看護職の養成を行います。（県立看護大学） 

○ 自治医科大学において、へき地医療を担う医師を養成します。(県) 

○ 三重大学医学部医学・看護学教育センターや関係機関と協働し、三重大学医学部医学生への

地域における学習、実習機会の提供を継続的に実施し、へき地等地域医療への興味や関心を

高めるとともに、へき地等地域医療に従事する動機づけを行います。(医療機関、三重大学、

市町、県) 

○ 医学生、若手医師を対象に、三重県地域医療研修センターにおける地域医療の現場での実

践的な研修を提供するとともに、連携して受入れを行う医療機関の拡充を図り、将来的に

へき地等地域医療を担う医師を育成します。(医療機関、県) 

○ 地域医療の指導者の育成・定着促進を目的として、キャリアサポート制度の充実と利用促

進を図ります。(県) 

○ 県内の複数医療機関について、病気の予防、初期救急、慢性疾患の管理、リハビリテーシ

ョン等を総合的に行うことのできる総合診療医を育成するための拠点として整備します。

(医療機関、三重大学、市町、県) 

○ 三重県地域医療支援センターを中心に、三重大学、中核病院等の関係機関との協力・連携

により、三重大学、中核病院等での後期臨床研修に加え、へき地医療機関での研修も組み

込んだ国に先行して実施する総合診療医等の専門医資格を取得するための後期臨床研修

プログラムの作成に取り組みます。(医療機関、三重大学、医師会、病院協会、ＮＰＯ法

人ＭＭＣ卒後臨床研修センター、市町、県) 
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○ 周産期母子医療センターの医師が、産婦人科医の確保が困難な産科医療機関へ診療応援を

行う取組を進めます。（医療機関、三重大学、県） 

○ 子育て中の医師や助産師等看護職員が意欲を持って働き続けることができるよう、院内保

育所の整備や短時間正規雇用制度の導入等、勤務環境や待遇面の改善を進めるとともに、

医師、看護職員の負担軽減に取り組みます。（医療機関、医療関係団体、県） 

○ 臨床現場から離れている医師や助産師の復職を支援するために、就業につながる情報提供

の充実や就業支援の取組を進めます。（医療機関、関係団体、県） 

○ 三重大学医学部の医学・看護学教育センターにおける教育体制を充実・強化することで、

県内の地域医療を担う人材の育成を進めます。（三重大学、市町、県） 

○ 研修医、医学生等が産婦人科医や小児科医を志望するように教育研修体制を充実するとと

もに、助産師の医療機関への定着を促進するための卒後研修体制の構築に取り組みます。

（医療機関、大学、県） 

○ 周産期医療体制の整備が遅れている東紀州地域に必要な産婦人科医や小児科医等を確保

する取組を進めます。（医療機関、三重大学、市町、県） 

 

取組方向２：産科における病院と診療所の適切な機能分担、連携体制の構築 

○ 北勢保健医療圏においては依然として県外搬送が多く、ＮＩＣＵが不足していることから、

これらの病床の整備を進めるとともに、同保健医療圏内に県内２か所目の総合周産期母子

医療センターを設置します。（医療機関、三重大学、市、県） 

○ 市立四日市病院は必要な体制を整備した上で総合周産期母子医療センターとしての役割

を果たし、県立総合医療センターはより充実した地域周産期母子医療センターとしての役

割を果たし、互いがこれまでよりも密接な協力関係のもとで、補完し合い、北勢保健医療

圏の周産期医療を担うことができるようにします。これらの取組を進めるにあたっては、

県、関係市町ならびに三重大学等の関係機関が連携し、継続的に協議を行うとともに、必

要な財政的・人的な支援を行います。（医療機関、三重大学、市、県） 

○ 桑名・員弁地域においては、県外医療機関で出産する例が比較的多くあることをふまえ、

周産期医療体制の充実についての検討を行います。（医療機関、三重大学、市、県） 

○ 診療所医師と高度専門医療機関医師とが共同診療できる産科オープンシステムの運用を

全ての周産期母子医療センターにおいて実施できるよう支援します。（医療機関、三重大

学、県） 

○ 県内の産婦人科と基幹病院の小児科・産婦人科との連携を図る周産期医療ネットワークの

さらなる充実を図ります。（医療機関、医療関係団体、県） 

○ 国立病院機構三重中央医療センター、三重大学医学部附属病院を拠点として県内の周産期

医療情報の収集と分析、周産期医療関係者への研修等を実施します。（三重中央医療セン

ター、三重大学、県） 

○ 三重県新生児ドクターカー（すくすく号）を更新し運用することにより、新生児の死亡率

の減少を図ります。（医療機関、県） 

 

取組方向３：地域における母子保健サービスの充実 

○ 病院または診療所に入院して養育する必要のある未熟児に対する適切な医療を提供しま
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す。（医療機関、市町、県） 

○ 妊婦のときから小児科の相談支援を行うなど、出産前後からの親子支援を進めます。（医

療機関、市町、県） 

○ 妊婦健康診査に対する経済的支援を実施します。（市町） 

○ 全ての妊産婦がかかりつけ医を持ち、妊婦を対象としたサービスを早期から受けられるよ

う、妊娠早期（妊娠 11 週未満）での妊娠届出等についての啓発を行います。（医療機関、

市町、県） 

○ 医療機関や行政、ＮＰＯ等が協力し、若年妊婦、産後のうつ状態、低出生体重児の療育・

保育に対する相談支援等を行うなど、総合的な子育て環境の整備を行います。（医療機関、

ＮＰＯ、市町、県） 

○ 妊産婦が安心して出産できるように、さまざまな機会を通じ積極的に情報提供を行います。

（医療機関、市町、県） 

○ ＮＩＣＵに長期入院している子どもの在宅移行を支援するとともに、在宅の重症児の療

育・療養を支援するため、訪問看護やレスパイト入院（介護する家族等の負担を軽減する

ための短期の入院）等の支援が効果的に実施される体制の整備を図ります。（医療機関、

福祉施設、市町、県） 

○ 妊娠時に歯周疾患が重症化することにより、早産や低出生体重児出産のリスクが高まるこ

とから、妊婦の専門的口腔ケアや歯周疾患治療に産婦人科と歯科医療機関とが連携して取

り組みます。（医療機関、市町、県） 
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年度 年度 年度 年度

北勢 

保健医療圏 

桑名市、木曽岬町 

いなべ市、東員町 

四日市市、菰野町 

朝日町、川越町 

鈴鹿市、亀山市 

桑名東医療センター 小児救急二次医療施設（拠点型） 

厚生連いなべ総合病院 一般二次救急医療施設（輪番制） 

四日市社会保険病院 一般二次救急医療施設（輪番制） 

市立四日市病院 
三次救急医療施設 

一般二次救急医療施設（輪番制） 

県立総合医療センター 
三次救急医療施設 

一般二次救急医療施設（輪番制） 

厚生連菰野厚生病院 一般二次救急医療施設（輪番制） 

厚生連鈴鹿中央総合病院 小児救急二次医療施設（拠点型） 

中勢伊賀 

保健医療圏 

津市 

伊賀市 

名張市 

国立病院機構三重病院 小児救急医療拠点病院 

三重大学医学部附属病院 三次救急医療施設 

国立病院機構三重中央医療センター 一般二次救急医療施設（輪番制） 

岡波総合病院 小児救急二次医療施設（拠点型） 

名張市立病院 小児救急二次医療施設（拠点型） 

南勢志摩 

保健医療圏 

松阪市、多気町、明和町 

大台町、伊勢市、玉城町 

度会町、大紀町、鳥羽市 

志摩市、南伊勢町 

厚生連松阪中央総合病院 小児救急二次医療施設（拠点型） 

伊勢赤十字病院 
三次救急医療施設 

一般二次救急医療施設（輪番制） 

東紀州 

保健医療圏 

尾鷲市、紀北町、熊野市 

御浜町、紀宝町 

尾鷲総合病院 一般二次救急医療施設 

紀南病院 一般二次救急医療施設 

出典：三重県調査（平成24年） 
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図表 ５-１０-15 小児救急医療施設 応急診療所名簿（平成 24年４月１日現在） 

 

保健 

医療圏 
市町 医療機関 

休日 平日

昼間 準夜 準夜

北勢 
保健医療圏 

桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町 桑名市応急診療所 ○  ○※１

四日市市、菰野町、朝日町、川越町 四日市市応急診療所 ○    
鈴鹿市、亀山市 鈴鹿市休日応急診療所 ○ ○ ○ 

中勢伊賀 
保健医療圏 

津市 

津市休日応急・夜間こども応急 
クリニック 

○ ○ ○ 

津市久居休日応急診療所 ○     

伊賀市 伊賀市応急診療所 ○ ○ ○ 

名張市 名張市応急診療所 ○ ○ ○ 

南勢志摩 
保健医療圏 

松阪市、多気町、明和町、大台町 
松阪市休日夜間応急診療所 ○ ○ ○ 

松阪市歯科休日応急診療所 ○※２   

伊勢市、玉城町、度会町、大紀町 伊勢市休日・夜間応急診療所 ○ ○ ○ 

鳥羽市 鳥羽市休日夜間応急診療所 ○   ○※３

志摩市、南伊勢町 志摩市休日夜間応急診療所 ○   ○※４

東紀州 

保健医療圏 
熊野市、御浜町、紀宝町 紀南医師会応急診療所 ○    

※１ 土曜日のみ、※２ 午前中のみ、※３ 木、金、土曜日のみ、※４ 月、水、土曜日のみ 
                                              出典：三重県調査（平成24年） 

 

④ 療養・療育支援 

○ 人口 10 万人に対する特別児童扶養手当数、障害児福祉手当数は、全国平均を上回ってい

ます。 

○ 出生数が減少する一方で、平成 23（2011）年の人口動態調査では低出生体重児（2,500ｇ

未満）の出生率は 9.0 と横ばいであるものの、1,000ｇ以下の超低体重出生児割合は微増

傾向にあります。 

○ ＮＩＣＵ退院児の約８割は軽快し家庭へ帰っていますが、気管切開や人工呼吸器等の必要

な在宅療養児に対応する訪問看護サービス事業所は限られています。また、小児在宅患者

の往診対応可能な医療機関数は、県医師会「在宅医療アンケート調査」(平成 24 年)によ

ると県内で 11 施設のみとなっています。 

○ 平成 24（2012）年中の１か月間に、10 歳未満の患者に対応した訪問看護ステーション数

は 74 施設中 14 施設で、患者数は 26 人となっています5。 

○ 県立草の実リハビリテーションセンターは小児整形外科・小児リハビリテーションの県内

唯一の専門機関であり、肢体不自由の子どもに対する療育体制の充実に向け、各地域機関

で行われる療育相談への支援も行っています。 

○ また、独立した児童精神科医療施設である県立小児心療センターあすなろ学園は、数少な

い子どもの心の診療拠点病院、かつ医療型障害児入所施設で、市町における途切れのない

発達支援システムの構築に向け、アドバイザーの育成や発達総合支援室の設置のための取

組を進めています。 

 

 

 

 

                            
5
 出典：厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 
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研修センター、三重県地域医療支援センター等の関係機関が連携し、医師養成課程から卒

後研修体制の構築等キャリア形成支援を進めます。（医療機関、三重大学、ＭＭＣ卒後臨

床研修センター、県） 

 

取組方向２：地域差のない小児医療提供体制の充実 

○ 限られた医療資源を効果的・効率的に活用するため、小児医療に関わるさまざまな診療科

による専門医療等を含め、病院の小児にかかわる診療機能強化を進めます。特に東紀州地

域においては他の保健医療圏との連携体制の構築に向け検討を進めます。（医療機関、医

療関係団体、市町、県） 

○ 入院を要する小児医療は地域の小児医療を担う病院で、さらに重篤な状態や専門的医療は

「三重こども病院群」等と連携し、必要な医療が受けられる体制整備を進めます。さらに

子どもの発達支援の拠点として国立病院機構三重病院と隣接した「こども心身発達医療セ

ンター（仮称）」の整備に取り組みます。（医療機関、市町、県） 

 

取組方向３：小児医療に関する情報提供の充実 

○ 小児病棟やＮＩＣＵ等で長期療養を余儀なくされている医療依存度の高い障がい児等が

生活の場で療養･療育できるよう、連携コーディネーター的な役割を果たす人材の確保、

育成に努めるとともに、ＮＩＣＵ設置病院とかかりつけ医、行政との顔の見える関係構築

に向けた取組を進めます。（医療機関、医療関係団体、市町、県） 

○ 長期療養児の在宅療養への円滑な移行に向け、三重大学医学部附属病院小児在宅医療支援

部を中心に小児在宅支援施設ネットワーク体制の構築に取り組みます。（医療機関、三重

大学、医療関係団体、市町、県、関係機関） 

○ 在宅の障がいのある子どもとその家族の生活を支えるため、総合相談支援センターの設置

や障がい児等療育相談支援事業の取組による相談窓口の開設、地域支援ネットワーク体制

の構築等、相談支援体制の充実を図ります。（市町、県、関係機関） 

○ 小児対応訪問看護ステーションの確保に向け、小児科医や小児看護専門看護師による研修

等人材育成に取り組みます。（三重大学、医療関係団体、関係機関） 

○ 子どもの成長を支えるために在宅医療に携わる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の

多職種が連携し、専門性を生かした支援の充実に努めます。（三重大学、医療関係団体、

市町、県、関係機関） 

○ 四肢、体幹に機能障がいのある子どもや発達障がいのある子どもに対する治療や相談、療
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育支援の充実に向け、県立草の実リハビリテーションセンター、県立小児心療センターあ

すなろ学園の両施設を「こども心身発達医療センター(仮称)」として一体的整備を行い、

国立病院機構三重病院との連携により、子どもに対する発達支援の拠点として総合的な療

育支援体制の整備に取り組みます。（医療機関､県） 

○ 聴覚障がいのある子どもに対して、国立病院機構三重病院と三重県児童相談センターや県

立聾学校等との連携により、治療や療育支援の充実を図ります。（医療機関､市町、県） 

○ 視覚障がいのある子どもに対して、三重大学医学部附属病院や小児に対応する地域の眼科

医療機関との病診連携や、療育センター、県立盲学校等の関係機関が連携した療育支援の

充実に努めます。（医療機関、市町、県） 

○ 地域での相談･療育等総合的かつ多様なニーズに対応するために、かかりつけ医や市町、

学校、児童相談所、療育機関の相互連携により、子どもの発達に応じた途切れのない支援

システムの構築に取り組みます。（医療機関、市町、県、関係機関） 
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から、医療の継続や退院に伴って新たに生じる心理的・社会的問題の予防や対応のために

入院初期から退院後の生活を見据えた退院支援の重要性が高まっています。 

○ 入退院支援を行う部門を設置している病院は 67 施設であり、連携の要となるソーシャル

ワーカーの配置人員は 149 人です。 

○ 退院・転院に係る関係者との合同カンファレンス*の開催状況は、全体の７割以上の病院で

必要に応じて実施されています。 

 

図表 ５-１１-17 患者の入退院に伴う地域連携や調整をするための部門の設置状況（病院） 

（単位：か所） 

保健医療圏 

部門設置の

有無 

ありの場合の職種別 

人員配置（再掲） 

なしの場合のケアマネジ

ャーとの連携（再掲） 

あ
り
 

な
し
 

医
師
 

看
護
師
 

事
務
職
 

ソ
ー
シ
ャ
ル
 

ワ
ー
カ
ー
 

ほ
と
ん
ど
の
 

ケ
ー
ス
で
 

行
っ
て
い
る
 

必
要
に
応
じ
て

行
っ
て
い
る
 

あ
ま
り
行
っ
て

い
な
い
 

把
握
し
て
 

い
な
い
 

北勢保健医療圏 30 9 13 25 21 62 2 5 2   

中勢伊賀保健医療圏（伊賀サブ除く） 16 5 12 23 12 29  4   1

伊賀サブ保健医療圏 5 1 2 8 5 9     1

南勢志摩保健医療圏（伊勢志摩サブ除く） 6 6 2 6 16 22  5 1   

伊勢志摩サブ保健医療圏 7 2 2 3 15 23 1 1     

東紀州保健医療圏 3 1 1 4 2 4 1      

合 計 67 24 32 69 71 149 4 15 3 2

※空欄はデータなし        出典：三重県「在宅医療及び退院支援アンケート調査」（平成 24 年） 

 

図表 ５-１１-18 退院・転院に係る関係者との合同カンファレンス開催状況（病院） 

（単位：か所） 

保健医療圏 

ほ
と
ん
ど
の
 

ケ
ー
ス
で
 

行
っ
て
い
る
 

必
要
に
応
じ
て

行
っ
て
い
る
 

あ
ま
り
行
っ
て

い
な
い
 

把
握
し
て
 

い
な
い
 

北勢保健医療圏 2 27 8 1

中勢伊賀保健医療圏（伊賀サブ除く） 1 17 4 

伊賀サブ保健医療圏 3 2 1

南勢志摩保健医療圏（伊勢志摩サブ除く） 9 3 

伊勢志摩サブ保健医療圏 7 2 

東紀州保健医療圏 3 1 

合 計 3 66 20 2

※空欄はデータなし        出典：三重県「在宅医療及び退院支援アンケート調査」（平成 24 年） 

 

（６） 緊急一時入院、レスパイトケア* 

○ 自宅での療養を希望していてもそれが実現できない理由として、急変時の対応に関する不

安が 54％、家族への負担への懸念が 80％等となっており、こういった不安や負担の軽減

が在宅療養を継続するための重要な課題となっています7。 

○ 緊急一時入院を実施している病院は 68 施設ですが、受入状況を見ると、病床の空き状況

                            
7
 出典：厚生労働省「終末期医療に関する調査」（平成 20 年） 
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による（自院または連携診療所等の退院患者に限るを含む）が全体の約７割となっており、

条件なく常に受入れできるのは 12施設にとどまっています。 

 

図表 ５-１１-19 在宅療養患者の緊急一時入院の受入状況（病院） 

（単位：か所） 

保健医療圏 

実施の有無 ありの場合の受入状況（再掲） 

あり なし
常に受入れ

できる 

常に受入れで

きる（自院また

は連携診療所

等の退院患者

に限定） 

病床の空き状

況による 

病床の空き状

況による（自院

または連携診

療所等の退院

患者に限定）

北勢保健医療圏 28 11 5 4 17 2

中勢伊賀保健医療圏（伊賀サブ除く） 17 4 2 1 13 1

伊賀サブ保健医療圏 4 2 1 2 1

南勢志摩保健医療圏（伊勢志摩サブ除く） 8 4 7 1

伊勢志摩サブ保健医療圏 8 1 3 1 4 

東紀州保健医療圏 3 1 1 1  1

合 計 68 23 12 7 43 6

※空欄はデータなし         出典：三重県「在宅医療及び退院支援アンケート調査」（平成 24 年） 

 

図表 ５-１１-20 緊急一時入院を常に受入れできると回答した病院の病床区分・病床数 

（単位：か所） 

  

一般病床 
療養 
病床 

精神科 
病床 

計 
～99 床

100～ 
199 床 

200～ 
299 床 

300 床
～ 

常に受入れできる 3 2 3 1 1 2 12

常に受入れできる（自院または連
携診療所等の退院患者に限定） 

1     2 1 3 7

※一般病床と療養病床の双方を設置している施設については、規模の大きい病床に区分しています。 

※空欄はデータなし 

出典：三重県「在宅医療及び退院支援アンケート調査」（平成 24 年） 

 

○ 在宅療養をサポートするためには、家族等の負担軽減や、患者の社会活動の機会を確保す

る視点から短期入所サービスの充実が求められます。短期入所サービスは、特別養護老人

ホーム等の福祉施設が実施する「生活介護」と、療養型病院のような医療施設等が実施す

る「療養介護」に分けられます。 

○ 本県の人口 10 万人あたりの短期入所生活介護事業所数は全国平均を上回っています。一

方、人口 10万人あたりの短期入所療養介護事業所数は全国平均と同程度です。 

○ 人口１万人あたりの短期入所サービス利用者数は、生活介護については全国平均を上回り、

療養介護は全国平均と同程度です。 

○ 市町別では、生活介護事業所はほぼ全市町に設置されていますが、療養介護事業所につい

ては 10市町で設置がない状況です。 

○ 本県の人口１万人あたりの短期入所サービス利用者は、南勢志摩保健医療圏で生活介護の

利用頻度が高い状況となっています。療養介護は市町における療養介護事業所の設置状況

によってばらつきがあります。 
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○ 平成 23（2011）年４月から平成 24（2012）年３月までの１年間の在宅看取りの件数は 1,294

件であり、１施設あたりでは病院 5.3 人、一般診療所 3.0 人、在宅療養支援診療所 5.8 人

でした。 

○ 人口１万人あたり実施件数は県平均で 7.0 人ですが、市町別では、その地域における医療

機関の取組状況等によってばらつきがあります。 

 

図表 ５-１１-23 在宅看取りを実施している病院数・診療所数・ 

              ターミナルケアに対応する訪問看護ステーション数 

（単位：か所、件／年） 

  病 院 1 一般診療所２ 
在宅療養支援 

診療所２ 
合計 

実施件数

人口 1万人 
あたり 
実施件数 

ターミナル
ケアに対応
する訪問看
護ステーシ
ョン数３

市 町 施設数 件 数 施設数 件 数 施設数 件 数

津市 4 12 21 38 23 114 164 5.7 11

四日市市 2 1 36 115 10 143 259 8.4 8

伊勢市 2 5 9 17 14 53 75 5.8 8

松阪市 4 7 20 79 2 60 146 8.7 6

桑名市 4 11 8 13 14 51 75 5.3 3

鈴鹿市 2 36 9 20 24 85 141 7.1 2

名張市     7 29 1 3 32 4.0 4

尾鷲市     2 7 3 7 14 7.0 2

亀山市     5 19 1 42 61 12.0 1

鳥羽市     7 26 1 5 31 14.5   

熊野市     6 10     10 5.1 1

いなべ市     8 16 2 9 25 5.5 3

志摩市 1 0 12 46 1 1 47 8.6 2

伊賀市 1 42 18 58     100 10.3 3

木曽岬町                   

東員町     2 3     3 1.2 1

菰野町                 1

朝日町                   

川越町                   

多気町     2 4     4 2.6   

明和町 1 1 4 8     9 3.9 1

大台町     1 21     21 20.2 2

玉城町     1 1 2 1 2 1.3 1

度会町     1 1 1 8 9 10.4   

大紀町     3 8 2 22 30 30.5   

南伊勢町 1 2 3 14 2 0 16 10.8 1

紀北町     3 9 1 0 9 4.8   

御浜町     3 6 1 5 11 11.7 1

紀宝町                   

合 計 22 117 191 568 105 609 1,294 7.0 62

(1 施設平均)  (5.3)  (3.0)  (5.8)    

※空欄はデータなし 
１出典：三重県「在宅医療及び退院支援アンケート調査」（平成 24 年） 
２出典：三重県医師会「在宅医療アンケート調査」（平成 24 年）    
３出典：厚生労働省「医政局指導課による平成 21 年介護サービス施設・事業所調査特別集計」 

 

○ 本県の人口 10万人あたりの在宅死亡者数は、全国平均を大きく上回っています。 

○ 平成 22（2010）年度人口動態調査によると、県内の年間死亡者数に占める在宅死亡者数の

割合は 17.6％となっています。 

○ 平成 17（2005）年度の同調査と比較すると、四日市市、南伊勢町、菰野町で総数に占める

在宅死亡者数の割合が大きく伸びていますが、県内市町の半数程度では総数に占める割合
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図表 ５-１１-28 関係機関との連携による往診や訪問診療の実施状況（診療所） 

（単位：か所、％） 

保健医療圏 

一般診療所 

連携の有無 ありの場合の連携割合（％）（再掲） 

あ
り
 

な
し
 

歯
科
 

診
療
所
 
 

調
剤
薬
局
・
 

薬
局
 
 

訪
問
看
護
 
 

居
宅
介
護
 

支
援
 
 

訪
問
リ
ハ
 

地
域
包
括
 

在
宅
介
護
 

行
政
の
 

福
祉
担
当
者
 

保
健
所
 

北勢保健医療圏 43 48 11.6 23.3 95.3 46.5 34.9  60.5  32.6 9.3 

中勢伊賀保健医療圏（伊賀サブ除く） 14 20 7.1 21.4 85.7 50.0 50.0  42.9  21.4 7.1 

伊賀サブ保健医療圏 15 16 6.7 20.0 86.7 33.3 20.0  46.7  26.7 6.7 

南勢志摩保健医療圏（伊勢志摩サブ除く） 20 21 25.0 40.0 100.0 65.0 65.0  75.0  50.0 10.0 

伊勢志摩サブ保健医療圏 23 23 13.0 43.5 82.6 30.4 39.1  34.8  26.1 4.3 

東紀州保健医療圏 11 7 27.3 36.4 100.0 63.6 45.5  27.3  18.2 9.1 

合 計 126 135 14.3 30.2 92.1 46.8 41.3  51.6  31.0 7.9 

           

保健医療圏 

在宅療養支援診療所 

連携の有無 ありの場合の連携割合（％）（再掲） 

あ
り
 

な
し
 

歯
科
 

診
療
所
 
 

調
剤
薬
局
・

薬
局
 
 

訪
問
看
護
 

居
宅
介
護
 

支
援
 
 

訪
問
リ
ハ
 

地
域
包
括
 

在
宅
介
護
 

行
政
の
 

福
祉
担
当
者

保
健
所
 

北勢保健医療圏 41 12 14.6 43.9 90.2 73.2 61.0  61.0  19.5 7.3 

中勢伊賀保健医療圏（伊賀サブ除く） 22 5 22.7 50.0 90.9 54.5 59.1  45.5  27.3 

伊賀サブ保健医療圏 2 1 100.0 100.0 50.0  100.0   

南勢志摩保健医療圏（伊勢志摩サブ除く） 3 1 33.3 66.7 100.0 100.0 66.7  66.7  66.7 

伊勢志摩サブ保健医療圏 16 4 18.8 56.3 100.0 50.0 37.5  56.3  37.5 18.8 

東紀州保健医療圏 6 1 16.7 33.3 100.0 50.0 33.3  66.7  50.0 16.7 

合 計 90 24 17.8 46.7 93.3 64.4 54.4  57.8  27.8 7.8 

※空欄はデータなし              出典：三重県医師会「在宅医療アンケート調査」（平成 24 年） 

 

図表 ５-１１-29 関係機関との連携による往診や訪問診療の実施状況（病院） 

（単位：か所） 

保健医療圏 

連携の有無 ありの場合の１病院あたりの連携箇所数（再掲） 

あ
り
 

な
し
 

病
院
 

在
宅
療
養
 

支
援
診
療
所

診
療
所
 

歯
科
 

診
療
所
 

調
剤

薬
局

・
薬
局
 

訪
問
看
護
 

居
宅
介
護
 

支
援
 

訪
問
リ
ハ
 

地
域
包
括
 

在
宅
介
護
 

行
政
の
 

福
祉
担
当
者

保
健
所
 

そ
の
他
 

北勢保健医療圏 10 6 1.3 0.8 2.5 0.1 1.4 3.4 0.4 0.7 0.1 0.3 

中勢伊賀保健医療圏（伊賀サブ除く） 4 2 2.5 0.3 0.3 0.3 3.8  0.5 0.5 1.3 0.3 

伊賀サブ保健医療圏 1 0 1.0 1.0 1.0 1.0   

南勢志摩保健医療圏（伊勢志摩サブ除く） 4 2 0.3 1.8 0.3 0.5 0.5  

伊勢志摩サブ保健医療圏 4 1 1.0 0.3 0.5 1.3  0.3  

東紀州保健医療圏 0 1     

合 計 23 12 1.0 0.6 1.1 0.1 1.1 2.4 0.3 0.5 0.1 0.3 0.0 

※空欄はデータなし            出典：三重県「在宅医療及び退院支援アンケート調査」(平成 24 年） 

 

 

－230－



（３） 各医療機能を担う医療機関 

医療機能 
 
 
 
 
市 町 

退院支援 日常の療養支援 急変時の対応(緊急往診) 在宅での看取り 

入退院に
伴う連携
部門の設
置施設 

病院 1 
一般 

診療所２ 

在宅療養
支援 

診療所２

病院 1 
一般 

診療所２

在宅療養
支援 

診療所２

病院 1 
一般 

診療所２ 

在宅療養
支援 

診療所２

病院数 病院数 診療所数 診療所数 病院数 診療所数 診療所数 病院数 診療所数 診療所数

津市 16 6 34 27 3 16 18 4 21 23

四日市市 6 3 44 11 1 21 9 2 36 10

伊勢市 4 2 18 14 1 5 10 2 9 14

松阪市 5 4 31 2 3 11 2 4 20 2

桑名市 7 5 11 16 3 4 12 4 8 14

鈴鹿市 8 5 14 24 1 5 12 2 9 24

名張市 1   11 2   4     7 1

尾鷲市 1   4 3   1 3   2 3

亀山市 2   10 1   4 1   5 1

鳥羽市     10 1   5 1   7 1

熊野市 1 1 8     3     6   

いなべ市 3   9     6     8 2

志摩市 2 2 14 2 1 8 1 1 12 1

伊賀市 4 1 20 1 1 7   1 18   

木曽岬町       1             

東員町 2 1 3   1       2   

菰野町 2 2 1               

朝日町                     

川越町                     

多気町     2     1     2   

明和町 1 1 5   1 2   1 4   

大台町   1 1     1     1   

玉城町     1     1 2   1 2

度会町     1 2     1   1 1

大紀町     3 1   1 2   3 2

南伊勢町 1 1 3 2   2 1 1 3 2

紀北町     3 2   3 1   3 1

御浜町 1   3 1   1 1   3 1

紀宝町       1             

合 計 67 35 264 114 16 112 77 22 191 105

※空欄はデータなし           １出典：三重県「在宅医療及び退院支援アンケート調査」（平成 24 年） 
２出典：三重県医師会「在宅医療アンケート調査」（平成 24 年） 
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護をつなぐ役割を果たすため、総合的な診療能力を持つ医師の育成を進めます。（医療機

関、三重大学、県） 

○ がん医療が可能な診療所の拡大を図るため、歯科との連携もふまえた医師等への研修会の

開催を検討します。（医療機関、医師会、歯科医師会、県、関係機関） 

○ 医療依存度の高い子どもが在宅療養できるよう、対応可能な医療機関や訪問看護ステーシ

ョンの確保に向けた人材育成に取り組みます。（三重大学、医療関係団体、関係機関） 

○ 多様化する在宅医療ニーズをふまえ、質の高い在宅医療を提供するため在宅療養患者への

訪問看護や訪問リハビリテーション、終末期緩和ケア等を担う人材の育成を図ります。（医

療機関、医療関係団体、市町、県、関係機関） 

○ 安心して在宅療養を継続できるよう、病状急変時における緊急入院やレスパイトケア等、

短期受入れベッドの確保を進めます。（医療機関、市町） 

○ 在宅における薬剤指導が適正に行われるよう、患者、家族および関係職種における薬剤情

報の共有化、服薬状況の確認、服薬支援の実施等、薬剤管理体制の整備を進めます。（薬

局、医療機関、薬剤師会、県） 

○ 医療材料等の購入にあたり、無駄なく効率的に供給できる医療材料供給ルートの整備を検

討します。（医療機関、医師会、薬剤師会、市町、関係機関） 

○ 在宅歯科診療の充実に向け、歯科医療関係者への研修および在宅歯科医療を行うための歯

科医療機器の整備等を進めます。（医療機関、歯科医師会、県） 

 

取組方向２：多職種連携による、24時間安心のサービス提供体制の構築 

○ 在宅療養患者に必要な在宅医療が効率的に提供されるよう、地域リーダー研修*受講者が核

となって実施する地域における在宅医療の課題抽出を行う検討会等の取組を促進します。

（医療機関、市町、県、関係機関） 

○ 退院時カンファレンスの充実等、多職種協働が図られるよう、地域リーダー研修受講者が

核となって行う多職種連携による事例検討会等の取組を促進します。（医療機関、市町、

県、関係機関） 

○ 地域における医療・介護連携のコーディネートを担うケアマネジャーに対する研修におい

て、医療に関するカリキュラムの充実を図ります。（関係団体、県、関係機関） 

○ 医療・介護にまたがるさまざまな支援を包括的・継続的に提供する連携体制の構築を図る

ため、市町が中心となって、関係機関間の緊密な連携調整を行うモデルの検証を行います。

（医療機関、市町、県、関係機関） 

○ 地域連携クリティカルパスの整備にあたり、地域横断的に利用できるよう調整を図るなど、

県内のどこに住んでいても切れ目のない医療の提供を進めます。（医療機関、医師会、病

院協会、市町、県） 

○ 主治医・副主治医体制等、医師の在宅医療に対する負担を軽減するネットワーク構築の検

討を進めます。（医療機関、医師会） 

○ 多職種の密接な連携を図るため、情報共有システムの構築について個人情報保護への配慮

を含めた検討を行います。（医療機関、関係団体、市町、関係機関） 
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取組方向３：県民等への在宅医療・在宅看取りの普及啓発 

○ 在宅医療・在宅看取りや各関係機関が提供できる医療・介護サービスについて、地域住民

等への普及啓発を行います。（医療機関、関係団体、市町、県、関係機関） 

○ 退院支援に関わる急性期病院の医師や担当者および地域のケアマネジャーに対して、在宅

医療についての普及啓発を行います。（医療機関、関係団体、市町、県、関係機関） 

○ 介護施設における職員への看取り教育の実施を検討します。（医療機関、関係団体、市町、

県、関係機関） 
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図表 ５-１２-1 相談・苦情件数の推移 

（単位：件） 

年 度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

相 談 264 139 101 274 327 308 281 394 445

苦 情 71 288 367 296 305 533 412 295 310

その他 28 4 2 3 2 4 0 0 0

 合 計 363 431 470 573 634 845 693 689 755

 ※その他には、医療安全に関する要望や提言等が含まれています。 

                        出典：三重県医療安全支援センター集計 

 

（２） 課題 

① 医療の質と安全の確保 

○ 医療の高度化・複雑化等を背景に医療機関の業務は、より複雑となり専門性が求められて

います。また、日進月歩で進化していく医療環境の中で、従来の医療技術や知識で確立さ

れたシステムでは医療安全の確保は難しくなってきており、安全対策のあり方を見直す必

要があります。 

 

② 医療事故の防止 

○ 高度化・複雑化した現代医療においては、医療事故の防止に向け、医薬品・医療機器等の

安全管理を含め、医師だけではなく、さまざまな職種からなる医療従事者による組織的な

取組を進めていくことが重要となるため、より一層、医療安全管理体制を充実させる必要

があります。 

○ 県民に安全・安心な質の高い医療を提供できる体制を整備するため、保健所等の行政機関

が医療機関や医療関係団体等と連携し、医療安全に関する情報提供や立入検査等を通じて

医療事故防止等に努めていくことが求められています。 

 

③ 医療に関する相談体制の充実 

○ 三重県医療安全支援センターの役割を県民に一層周知していく必要があります。 

○ 医療機関等における医療安全や患者相談機能を支援するため、必要な研修や情報提供を充

実する必要があります。 

 

（３） めざす姿 

○ 医療安全の確保に向け医療事故および院内感染の未然防止や、医療に関する情報提供、相

談体制の充実が図られ、県民が安心・納得して質の高い医療を受けています。 

 

（４） 取組方向 

取組方向１：医療提供の充実による医療の質と安全性の向上 
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取組方向２：三重県医療安全支援センターの機能の充実 

  

（５） 取組内容 

取組方向１：医療提供の充実による医療の質と安全性の向上 

○ 全ての医療従事者による医療安全に関する十分な配慮と医療の質の向上を図ります。（医

療機関、医療関係団体、県） 

○ 医療機関全体で、医療事故や院内感染の未然防止、医療事故および院内感染が生じた際の

適切な対応を行う組織的な体制を整備します。（医療機関、県） 

○ ヒヤリ・ハット*や医療事故等の事例に係る原因の分析を行った上で、明確な責任体制のも

とでの再発防止策を実行します。（医療機関、県） 

○ 医療事故に医薬品が関係することも多いため、医療施設内の調剤部門や地域における薬局

においても、服薬指導や薬剤管理等、薬品使用の安全性を確保する管理体制を整備します。

（医療機関、薬局、医療関係団体、県） 

○ 医療機関において、医療機器が適切に管理・使用されるよう管理体制を整備します。（医

療機関、県） 

○ 医療法、薬事法に基づく医療機関への立入検査の機会等を通じ、関係者に対する安全管理

意識の普及啓発を実施します。（医療機関、保健所設置市、県） 

 

取組方向２：三重県医療安全支援センターの機能の充実 

○ 患者、県民の医療に対する主体的な参加を促すため、必要な知識と情報を共有するための

取組を推進します。（医療機関、市町、県） 

○ 患者等からの医療に関する相談や苦情に迅速かつ適切に対応するとともに、相談事例の分

析および情報提供の充実に向けた取組を実施します。（三重県医療安全支援センター、県） 

○ 患者等が安心して治療に専念できるよう、医療従事者や医療機関の管理者に対し医療安全

に係るスキルの向上を図ることを目的とした研修会を実施します。（三重県医療安全支援

センター、県） 

 

【三重県医療安全支援センターの概要】 

所 在 地：〒514 8570 

津市広明町 13番地  

三重県庁４階（健康福祉部医療対策局医療企画課内） 

電話番号：059 224 3111 

E mail ｱﾄﾞﾚｽ：iryos@pref.mie.jp 

相談方法：面談・電話による 

月曜～金曜 ８：30～12：00、13：00～17：00 

（ただし、祝日および年末年始の休日は除きます。） 

相談内容：医療や健康、病気等についての相談 
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○ 脳死下での臓器（心臓・肺・肝臓・膵臓・小腸・腎臓・眼球（角膜））提供は、10 病院で

実施でき、心停止後の臓器（腎臓・膵臓・眼球（角膜））提供は、その他の医療機関でも

実施することができます。 

○ 臓器移植は、現在、末期臓器不全に対する極めて有効な治療方法ですが、臓器提供者が少

ないため移植希望に応えられていない状況です。 

 
図表 ５-１２-3 臓器提供意思表示カード 

 

※臓器提供の意思表示欄があらかじめ設けられている運転免許証や被保険者証も増えています。 

 

図表 ５-１２-4 角膜・腎臓提供者数および移植数（三重県） 

（単位：人、件） 

 
角 膜 腎 臓 

提供者数 移植数 提供者数 献腎移植数 

平成 14 年度 10 21 1 2 

平成 15 年度 5 11 1 1 

平成 16 年度 2 11 1 2 

平成 17 年度 1 6 1 2 

平成 18 年度 2 6 0 0 

平成 19 年度 1 4 1 2 

平成 20 年度 3 9 1 1 

平成 21 年度 0 1 0 0 

平成 22 年度 2 3 0 0 

平成 23 年度 6 26 0 0 

               出典：三重県角膜・腎臓バンク協会集計        

 

（２） 課題 

○ 脳死または心停止の患者について、臓器提供意思表示カードや家族の意思等に基づいて、
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臓器提供が積極的に行われる環境づくりが求められています。 

○ 移植医療に関する県民の理解を深めるとともに、関係医療機関および医療従事者に改正臓

器移植法や関連情報を的確に伝える必要があります。 

 

（３） めざす姿 

○ 多くの県民が臓器提供の意思表示を行い、臓器の提供数が増えるとともに、医療機関内の

臓器提供体制が整備されています。 

 

（４） 取組方向 

取組方向１：移植希望者および移植医療実施機関に対する支援 

取組方向２：臓器移植の普及啓発の実施 

取組方向３：臓器提供施設の体制強化 

 

（５） 取組内容 

取組方向１：移植希望者および移植医療実施機関に対する支援 

○ 腎臓移植希望者に対して、組織適合性検査費に対する助成を実施します。（三重県角膜・

腎臓バンク協会、県） 

○ 眼球摘出を行う移植医療実施機関に対して、眼球摘出に必要な費用の一部を助成します。

（三重県角膜・腎臓バンク協会、県） 

○ 臓器移植の実施にあたり、実施機関に移植コーディネーターを派遣し、ドナー家族への説

明等の支援を行います。（三重県角膜・腎臓バンク協会） 

 

取組方向２：臓器移植の普及啓発の実施 

○ 意思表示カードの普及等、臓器移植の啓発活動を積極的に推進します。（医療機関、市町、

県、関係機関） 

○ 医療従事者に対して、移植医療に関する理解を深めるための取組を実施します。（医療機

関、県、関係機関） 

 

取組方向３：臓器提供施設の体制強化 

○ 臓器提供施設内に設置している院内コーディネーター等の協力を得て、医療機関から臓器

提供候補者家族への積極的な働きかけが可能となるよう、体制の強化や医療機関従事者へ

の研修を行います。（医療機関、三重県角膜・腎臓バンク協会、県） 
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（骨髄移植・末梢血幹細胞移植・さい帯血移植） 

（１） 現状 

○ 骨髄移植は、健康な人の骨髄幹細胞を白血病や再生不良性貧血等の病気の患者に移植する

ことにより造血幹細胞を回復させる治療法です。 

○ わが国では、骨髄バンク事業が平成４（1992）年から開始され、これまでに多くの命を救

う実績をあげています。 

○ 平成 24（2012）年 12 月末現在、全国で約 1,600 人の患者が骨髄移植を待っています1。ド

ナー候補者の健康状態等によっては骨髄提供ができない場合もあり、骨髄移植を受けられ

ない患者が未だ多いのが実情です。 

○ 平成24（2012）年12月末現在の本県の骨髄ドナー登録者数は、4,431人となっています１。 

○ 主に白血病を対象として行われる末梢血幹細胞移植（血管の中を流れる血液から造血幹細

胞を採取して移植する）が、平成 23（2011）年 10 月からドナー条件が緩和され、より多

くの患者の治療に貢献できることが期待されています。 

○ また、造血幹細胞が多く含まれるさい帯血（へその緒に流れる血液）を移植する、さい帯

血移植が用いられるケースも増えています。さい帯血移植は、ドナー負担がなくコーディ

ネートが不要であることや、成人にも移植可能な細胞数の多いものが提供可能となってき

たことなどから、移植件数が増加し骨髄移植と並ぶ治療方法として定着しつつあります。 

○ 東海地方では、「中部さい帯血バンク」が設立されていますが、バンクの受入能力等から、

現段階では愛知県内の病院における採血に限られており、県内の病院においては、さい帯

血提供希望者の採取はできない状況にあります。 

○ 平成 24（2012）年９月、骨髄や末梢血幹細胞、さい帯血の造血幹細胞の移植を推進するた

めの法律（移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律）が公布されました。

今後、骨髄バンク、さい帯血バンクの体制が整備され、移植を希望する患者に、より適切

な移植が行われることが期待されます。 

 

（２） 課題 

○ ドナー登録者数の増加に向けた取組が必要です。 

○ 移植希望者への情報提供と、患者が適切な医療が受けられるよう、コーディネート機能の

充実が求められています。 

 

（３） めざす姿 

○ 骨髄移植等を必要としている人が、適切に移植を受けています。 

 

                            
1 出典：公益財団法人 骨髄移植推進財団公表資料 
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○ 国における今後の難病対策のあり方の検討結果を受けて、医療費助成や医療提供体制の確

保等において本県の難病対策を見直していく必要があります。 

 

（３） めざす姿 

○ 難病患者およびその家族が地域で安心して在宅療養生活を送ることができるよう、各関係

機関の連携が進むとともに、三重県難病相談支援センターを中心に在宅療養生活を支える

サービスが充実するなどＱＯＬ（生活の質）が向上しています。 

 

（４） 取組方向 

取組方向１：特定疾患に係る患者の自己負担の軽減と医療提供体制の確保 

取組方向２：在宅における難病患者およびその家族の療養生活に対する支援の充実 

 

（５） 取組内容 

取組方向１：特定疾患に係る患者の自己負担の軽減と医療提供体制の確保 

○ 国の検討状況をふまえ、特定疾患等治療研究事業を見直し、適切な医療費の一部公費負担

を実施します。（医療機関、県） 

○ 病状の悪化により在宅療養が困難になった難病患者に対する入院施設を確保するととも

に、専門性と経験を有する拠点的な医療機関の整備について検討します。（医療機関、市

町、県） 

 

取組方向２：在宅における難病患者およびその家族の療養生活に対する支援の充実 

○ 難病患者に対する適切な在宅医療支援を行うための医療相談事業、訪問相談事業、訪問診

療事業等を実施します。（医療機関、看護協会、市町、県、関係機関） 

○ 拠点・協力病院を指定し、入院施設の確保を行うことにより、重症難病患者の受入を円滑

に行うための協力体制を維持するとともに、地域のさまざまな医療機関が連携し、長期に

わたる治療・療養を支える体制の整備を進めます。（医療機関、県） 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）の施

行を受け、障がい者施策の一環として、引き続き在宅難病患者に対するホームヘルプサー

ビス、日常生活用具の給付、短期入所事業等を実施します。（市町、県） 

○ 三重県難病相談支援センターについては、難病患者を適切なサービスに結び付けていく役

割を重視し、地域で生活する難病患者およびその家族の療養上、日常生活上の悩み等に対

する相談や支援の拠点施設として運営します。（医療機関、市町、県、関係機関） 

○ 難病に対する正しい理解と普及啓発を進めます。（医療機関、医療関係団体、市町、県、

関係機関） 
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（ハンセン病） 

（１） 現状 

○ ハンセン病は、1873 年にノルウェーの医師アルマウェル・ハンセンが発見した「らい菌」

による慢性伝染病で、らい病とも呼ばれました。かつては感染力が強いと誤解されたこと

や患者の外見上の特徴から、ハンセン病患者は差別や隔離政策の対象となりました。実際

には感染力は極めて弱く、現在では治療法が確立しています。 

○ らい予防法による強制的な隔離政策は、平成８（1996）年のらい予防法の廃止により終止

符が打たれました。 

○ 療養所の入所者は法的には自由の身となりましたが、偏見や差別が解消されず、また、ハ

ンセン病回復者の高齢化等が障壁となり、ハンセン病療養所入所者の多くは退所すること

なく現在に至っています。平成 24（2012）年 12 月１日現在の本県出身の療養所入所者数

は 60 人です。 

 

（２） 課題 

○ ハンセン病回復者の社会復帰の支援策として、相談窓口等の設置、住宅・医療・介護の援

助等、生活環境の整備とともに、県民がハンセン病を正しく理解し、偏見や差別を解消す

るための施策が必要です。 

 

（３） めざす姿 

○ ハンセン病に対する偏見や差別が解消され、ハンセン病回復者およびその家族が安心して

充実した生活を送っています。 

 

（４） 取組方向 

取組方向１：ハンセン病に係る人権啓発の推進 

取組方向２：ハンセン病回復者およびその家族の生活に対する支援 

 

（５） 取組内容 

取組方向１：ハンセン病に係る人権啓発の推進 

○ ハンセン病を正しく理解し、偏見や差別をなくすための普及啓発を推進します。（市町、

県） 

 

取組方向２：ハンセン病回復者およびその家族の生活に対する支援 

○ 療養所入所者に対する訪問事業、里帰り事業、社会復帰支援等を実施します。（県） 

○ 療養所入所者の家族に対する生活援護を実施します。（市町、県） 

○ 社会復帰したハンセン病回復者およびその家族を対象に、皮膚科の専門医の協力を得て、

検診や生活相談等を実施します。（医療機関、県） 
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図表 ５-１２-7 20 歯以上自分の歯を有する人の割合 

（単位：％） 

  平成７年 平成 23 年 

60-64 歳 50.0 91.0 

80-84 歳 21.4 39.5 

出典：三重県「県民歯科疾患実態調査」 

 

（２） 課題 

○ 全ての県民が歯科検診や歯科保健指導を受けることができる環境の整備が求められてい

ます。特に、障がい児（者）や要介護高齢者、乳幼児、妊産婦等に対する歯科保健医療の

充実が必要です。 

○ 市町の介護保険事業における口腔機能向上支援等の各種保健サービスの利用を高齢者に

促すとともに、摂食・嚥下機能回復や専門的口腔ケアに関する技術を持つ歯科医師、歯科

衛生士を育成することが必要です。 

○ がん患者等の手術前後の口腔管理や、他の疾患や感染症の患者に対する歯科医療は、病院

歯科等の専門医療機関で対応する機会が多くなることから、病診連携システムの整備を図

る必要があります。 

○ ネグレクト（育児放棄）等の児童虐待を受けている可能性のある子どもは、むし歯が多く

治療していない傾向があることから、歯科医師等が市町や学校、児童相談所等と連携を密

にし、子どもを見守っていくことが必要です。 

 

（３） めざす姿 

○ 県民一人ひとりが、全身の健康につながる歯と口腔の健康づくりに取り組むことで、いつ

までも自分の歯でおいしく食事ができ、生涯にわたりＱＯＬ（生活の質）の向上が図られ

ています。 

○ 歯と口腔の健康維持のため、必要に応じて歯科検診や歯科保健指導、歯科医療などを受け

ることができる環境の整備が進んでいます。 

（４） 取組方向 

取組方向１：包括的な歯科疾患予防と歯科医療の推進 

取組方向２：歯科保健医療における福祉的アプローチの推進 

取組方向３：在宅歯科医療の充実 

 

（５） 取組内容 

取組方向１：包括的な歯科疾患予防と歯科医療の推進 

○ 歯科疾患予防の重要性を県民一人ひとりが認識し、歯と口腔の健康づくりが推進されるよ

う予防から治療までの包括的歯科医療についての情報発信を積極的に行います。（医療機
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図表 ５-１２-8 三重県献血者数の推移（総数および年代別） 

（単位：人、％） 

年 度 献血者総数 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代以上 

平成 19 年度 
人数 58,947 1,962 11,063 18,015 16,147 11,760

構成
比 

100.0 3.3 18.8 30.6 27.4 20.0

平成 20年度 
人数 58,744 1,563 10,781 17,744 16,721 11,935

構成
比 

100.0 2.7 18.4 30.2 28.5 20.3

平成 21年度 
人数 57,545 1,471 9,781 16,884 17,035 12,374

構成
比 

100.0 2.6 17.0 29.3 29.6 21.5

平成 22年度 
人数 62,010 1,284 10,203 17,392 19,111 14,020

構成
比 

100.0 2.1 16.5 28.0 30.8 22.6

平成 23年度 
人数 58,264 1,086 9,006 15,585 18,489 14,098

構成
比 

100.0 1.9 15.5 26.7 31.7 24.2

平成 23年度 
全国 

人数 5,250,866 285,021 1,018,234 1,298,292 1,398,026 1,251,293

構成
比 

100.0 5.4 19.4 24.7 26.6 23.8

出典：三重県赤十字血液センター統計「日本赤十字社血液事業年度報」 

 

○ 現在、医療機関では、血液製剤の適正化使用を図りながら、安全性を確保するため、主に

400mL献血および成分献血による血液製剤を必要としています。 

○ 平成 23（2011）年から採血基準が変更され、男性の献血可能年齢の範囲が拡大されました

が、少子高齢化等の影響で将来的に血液が不足することが予想されています。 

 

図表 ５-１２-9 献血方法別の採血基準（平成 23 年４月１日施行） 

 

献血の種類 

項目 

全血献血 成分献血 

200mL 献血 400mL 献血 血漿成分献血 血小板成分献血 

１回献血量 200mL 400mL 
600mL 以下 

（循環血液量の 

12％以内） 
400mL 以下 

年  齢 16～69 歳※ 
男性 17歳～69 歳※
女性 18 歳～69 歳※

18 歳～69 歳※ 
男性 18歳～69 歳※
女性 18 歳～54 歳 

体  重 
男性 45kg 以上 
女性 40kg 以上 

男女とも 
50kg 以上 

男性 45kg 以上 
女性 40kg 以上 

最高血圧 90mmHg 以上 

血色素量 
男性12.5g／dL以上 
女性 12g／dL 以上 

男性 13g／dL 以上
女性12.5g／dL以上

12g／dL 以上 
（赤血球指数が 

標準域にある女性は 

11.5 g／dL 以上） 

12g／dL 以上 

血小板数    
15 万／μL以上 
60 万／μL以下 

年間献血回数 
男性６回以内 
女性４回以内 

男性３回以内 
女性２回以内 

血小板成分献血１回を２回分に換算して 
血漿成分献血と合計で 24 回以内 

年間総献血量 
200mL 献血と 400mL 献血を合わせて 
男性 1,200mL 以内、女性 800mL 以内 

  

※65 歳から 69 歳までの方は、60 歳から 64 歳までの間に献血の経験がある方に限られます。 

出典：日本赤十字社ホームページ 
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○ 輸血用血液製剤は全て国内の献血で賄われ、日本赤十字社が製造・供給しています。 

○ 血漿分画製剤*のうち人の血液由来の血液凝固第Ⅷ因子製剤については、平成６（1994）年

に国内自給率 100％が達成されました。しかし、遺伝子組換え第Ⅷ因子製剤が開発されて

製造販売されたことにより、現在は、遺伝子組換え製剤を含めた血液凝固第Ⅷ因子製剤の

総量に対する国内献血由来製剤の比率は約 22％となっています。また、アルブミン製剤お

よび免疫グロブリン製剤の平成 22（2010）年度の国内自給率はそれぞれ 58.2％および

95.1％となっており、これらについては適正使用の推進等により、必要とする血液製剤を

原則として国内の献血で賄うことをめざして、引き続き国において検討が進められています3。 

 

（２） 課題 

○ 若年層を中心とした献血推進が重要な課題となっています。 

○ 県内の医療機関が使用する血液製剤の安定供給のためにも「三重県献血推進計画」に基づ

く献血者数を確保していく必要があります。 

 

（３） めざす姿 

○ 献血を推進することにより、医療機関が必要とする輸血用血液製剤が確保されています。

また、各医療機関において血液製剤が適正に使用されています。 

（４） 取組方向 

取組方向１：献血に関する普及啓発と必要な献血者数の確保 

取組方向２：血液製剤の安全性の確保と使用の適正化 

 

（５） 取組内容 

取組方向１：献血に関する普及啓発と必要な献血者数の確保 

○ 行政と三重県赤十字血液センターが協力の上、広報活動を実施することで献血に関する普

及啓発を進めるとともに、輸血の安全性を向上させる 400mL献血および成分献血への理解

と協力を求めます。（赤十字血液センター、市町、県） 

○ 三重県献血推進連絡会*を中心に、関係機関、関係団体等が連携を強化することにより献血

者の確保に取り組みます。（県民、市町、県、関係機関） 

○ 若年層をはじめとした新規献血者の確保に取り組みます。（県民、市町、県、関係機関） 

○ 災害時等の緊急時においても必要な血液が円滑に供給されるよう、行政と赤十字血液セン

ターが連携した取組を展開します。（赤十字血液センター、市町、県） 

 

 

                            
3 出典：厚生労働省「平成 23 年版 血液事業報告」 
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サービスの多言語による対応のニーズが高まっており、予防接種問診表の多言語化等の取

組が進められています。 

 

（２） 課題 

○ 医療専門の通訳の養成・派遣等、主に言語の面から医療従事者とのコミュニケーションを

向上させるための一層の取組が求められています。 

○ 将来的に、外国人住民の高齢化が進む可能性があり、その対応策を検討していく必要があ

ります。 

 

（３） めざす姿 

○ 外国人住民が、心身ともに健康な生活を送ることができるよう、円滑かつ適切に必要な医

療サービスが受けられる体制が整備されています。 

 

（４） 取組方向 

取組方向１：外国人住民が保健・医療・福祉サービスを受ける際に必要な支援の充実 

取組方向２：外国人住民の公的医療保険への加入啓発の促進 

 

（５） 取組内容 

取組方向１：外国人住民が保健・医療・福祉サービスを受ける際に必要な支援の充実 

○ 外国人住民が医療機関で安心して受診するには、多言語問診票の活用に加えて、医療機関

への常駐の医療通訳者の設置、通訳派遣等、通訳制度を整える必要があります。医療通訳

は専門的知識を必要とするため、その人材を確保・育成するとともに、広域的な医療通訳

者利用システム制度の普及を進めます。（医療機関、三重県国際交流財団、市町、県、関

係機関） 

○ 医療機関の診療案内や入院案内等をはじめ、学校保健、母子保健、保育等における多言語

対応に取り組みます。（医療機関、教育機関、市町、県、関係機関） 

○ 外国人住民の医療従事者を養成するための取組を実施します。（医療機関、教育機関、市

町、県、関係機関） 

○ 県内の医療情報、検診情報、感染症等の病気予防の知識、社会保険制度に関する情報が十

分に提供されるよう、関係団体と連携し、多言語でのパンフレット等を活用し、外国人住

民に対して広く情報提供や保健指導等を行います。また、県ホームページ等を活用し外国

語対応できる医療機関の情報提供を行います。（医療機関、市町、県、関係機関） 

 

取組方向２：外国人住民の公的保険への加入啓発の促進 

○ 公的医療保険に加入していないために受診が遅れ、病状が悪化するというような悪循環を

避けるため、医療保険制度に関する説明や情報提供を行います。（事業者、医療機関、市

町、県、関係機関） 
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